
第３章

現状の課題と
施策の方向性

１ 地域における支え合いの促進
２ 誰にでもやさしいまちづくりの推進
３ 包括的な相談体制と

サービス提供体制の構築





す。

　地域の自治組織である町内会や、育成会、地域の見守り役である民生委員、地域のボランティア

　福島市や、その他行政機関において地域福祉を推進するための役割について明記します。

施策展開の考え方

第３章　現状の課題と施策の方向性

　それに基づき、各施策の展開でそれぞれの担い手の具体的な役割を明記し、地域福祉を推進しま

す。

　各個人や家族単位で地域福祉を推進するための役割について明記します。

などが地域福祉を推進するための役割について明記します。

法人などの役割について明記します。

　福島市社会福祉協議会をはじめ、福祉事業に携わる福祉事業者、福祉団体、ＮＰＯ法人、その他

　各基本方針については、現状に基づく課題を整理し、課題の解決に向けた施策の方向性を示しま

市民の役割（個人・家族）

地域の役割（町内会・育成会等）

事業者などの役割

（福島市社会福祉協議会、福祉事業者等）

行政の役割（福島市、その他行政機関）
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第３章　現状の課題と施策の方向性

施策体系及び重点事業

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う

共
生
社
会
の
新
ス
テ
ー
ジ

ふ
く
し
ま
～

基本目標 基本方針 施策の展開

⑤健都ふくしま創造事業の推進
(３)健康づくりの推進

⑪子育ての支援

⑫高齢者の支援

⑬障がい者の支援

⑭生活困窮者の支援

(３)生活支援の推進

(２)安心安全な地域づくりの
推進

①地域活動への参加促進

②担い手の発掘・育成

③見守り支援体制の構築

(１)地域活動の促進

(１)いのちの擁護の推進 ⑯日常生活自立支援の推進

⑱虐待防止ネットワークの充実

⑳社会福祉団体・福祉サービス
事業者等との連携

㉑民生委員・児童委員との連携

㉔福祉サービスの質の向上

㉓適正な情報の発信と提供

㉕地域と行政のﾈｯﾄﾜｰｸの強化

㉖地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築の推進

㉒包括的支援体制の整備

１

支
え
合
い
の
促
進

地
域
に
お
け
る

３

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築

包
括
的
な
相
談
体
制
と

誰
に
で
も
や
さ
し
い

２

ま
ち
づ
く
り
の
推
進

④ふれあいの場づくり

⑩防犯・再犯防止に向けた
取り組み

⑧多文化共生の推進

⑦地域の移動手段の確保

⑥ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進ﾊﾟｯｹｰｼﾞの取り組み

(２)地域交流の促進

⑨災害に強い地域づくり

⑲ボランティアとの連携

⑰成年後見制度の利用支援

⑮自殺防止対策の推進

(２)関係機関との連携体制の
強化

新

新

新

新

新

(３)福祉サービスの適正な提供

(１)バリアフリ－の推進
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第３章　現状の課題と施策の方向性

重 点 事 業

包括的な相談・支援体制の充実
（重層的支援体制整備事業）

※1 地域介護予防活動支援事業:高齢者の通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを目指すため、「福島

市介護予防体操」を中心に地域の身近な場所で住民主体となって運営する通いの場で介護予防を行う「地

域づくりによる介護予防事業」を推進するための事業のこと。

※2 バリアフリー推進パッケージ事業：東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機にバリアフリー

ニーズを掘り起こしながら、地域や施設のバリアフリーを推進するバリアフリーマスタープランと連携し、官民

一体でハード・ソフト両面のバリアフリーを実践することで「誰にでもやさしいまち ふくしま」の実現を目指す。

また、この行動をレガシーのひとつとして次世代へ繋いでいくことを目標として市が取り組む事業のこと。

※3 子ども子育て新ステージ２０２０推進事業：生まれる前からおおむね18歳までの子どもとその保護者、地域

社会を構成するすべての人を対象とし、子どものえがお条例（仮称）の制定や子育て世代包括支援センター

事業、待機児童対策推進パッケージなど、子ども・子育て支援の総合的な取り組みを推進するための事業の

こと。

※4 待機児童対策推進パッケージ事業：待機児童の早期解消に努めるため、保育の受け皿の拡大として施設

整備による利用定員の拡大、既存施設での受け入れ拡大、保育士の確保として保育士の処遇改善、労働環

境の改善、就労支援を行うもの。

子ども・高齢者・

障がい者・生活困窮者

の支援の充実

バリアフリー
推進パッケージ事業

※2

災害時要援護者

登録制度

健都ふくしま

創造事業の推進

サロン活動支援事業
地域介護予防活動

支援事業※1

待機児童対策推進
パッケージ事業※4

子ども子育て
新ステージ２０２０

推進事業※3
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『福島市地域福祉計画２０２１』の概要

計画推進の考え方

３．　他の計画との連携による実効性のある計画としての取り組み

１．　自助を基礎とした自助・共助・公助による取り組み

２．　市民との共創による取り組み

基本目標

（１）いのちの擁護の推進

　《主要な課題》

　　　❶　地域の移動手段の確保
　　　❷　さまざまな災害などへの対応
　　　❸　誰にでもやさしいまちづくり

２．　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　《主要な課題》

　　　❶　地域のつながりの希薄化
　　　❷　地域福祉活動の基盤の弱体化
　　　❸　困りごとの複雑化・多様化
　　　❹　困りごとの相談先がわからない

１．　地域における支え合いの促進

基本理念 みんなでつくろう　共生社会の新ステージ　ふくしま

第３章　現状の課題と施策の方向性

（２）関係機関との連携体制の強化

（３）福祉サービスの適正な提供

３．　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　《主要な課題》

　　　❶包括的支援体制の充実

基本方針

（１）地域活動の促進

（２）地域交流の促進

（３）健康づくりの推進

（１）バリアフリーの推進

（２）安心安全な地域づくりの推進

（３）生活支援の推進
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⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

第３章　現状の課題と施策の方向性

　● 包括的な相談・支援体制
　　　の充実
　（重層的支援体制整備事業）

・地域包括支援センター
　高齢者虐待防止連絡会議
・子ども家庭総合支援拠点
　子育て世代包括支援センター
　要保護児童対策地域協議会
・ふくしま基幹相談支援センター
　ふくしま障害者虐待防止セン
　ター
・生活困窮者自立相談支援事業
・権利擁護センター
・包括的支援体制の充実（重層
　的支援体制整備事業）　　など

生活困窮者の支援

障がい者の支援

高齢者の支援

　● バリアフリー推進パッ
　　ケージ事業

　●子ども子育て新ステージ
　　２０２０推進事業
　
　●待機児童対策推進パッ
　　ケージ事業

　● 災害時要援護者登録制度

　● 子ども・高齢者・障がい者
　　・生活困窮者の支援の充実

・バリアフリー推進パッケージ事業
・障がいのある人もない人も共に
　いきいきと暮らせる福島市づく
　り条例に基づく各種事業
・先導的共生社会ホストタウン
　認定に基づく各種事業
・多文化共生のまち福島推進指針
　に基づく各種事業
・バリアフリーマスタープランに
　基づく各種事業
・手話言語条例に基づく各種事業
・待機児童対策推進パッケージ事
　業
・災害時要援護者登録制度および
　市民による自主的な避難所開設
・高齢者元気アップ事業　など

地域の移動手段の確保

地域包括ケアシステム構築の推進

虐待防止ネットワークの充実

成年後見制度の利用支援

日常生活自立支援の推進

🈟自殺防止対策の推進

社会福祉団体・福祉サービス事業者等との連携

ボランティアとの連携

包括的支援体制の整備

適正な情報の発信と提供

福祉サービスの質の向上

地域と行政のネットワークの強化

民生委員・児童委員との連携

★　「福島市地域福祉計画２０２１」が担う役割
　

1．　共生社会の新ステージに向けたスタートとなる計画
２．　一人ひとりが人権と個性を尊重し合い、共に支え合い、すべての人が安全で安心して暮らせる共生社会を実現
　するための計画
３．　新型コロナウイルス感染症拡大防止のための新たな生活様式が求められている中、持続可能な社会づくりを
　進めるため、市民自らが担い手として地域運営に主体的に関わることを重視した計画
４．　計画期間の開始年である２０２１年が東日本大震災から１０年の節目を迎えることから、これまでの取り組みを
  活かしつつ、地域の支え合いを一層深め、強化する計画
５．　高齢者、障がい者、子ども、子育て家庭などを含め、さまざまな課題について包括的に支援を行う体制の構築
  を推進する計画
６．　市の各分野の計画と連携を図るとともに、福島市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と連携を図る
　ことなどにより、実効性のある計画
７．　団塊の世代が７５歳（後期高齢者）となる２０２５年問題に向かって実施する施策の総仕上げに取り組む計画
８．　団塊ジュニア世代が高齢者となる２０４０年問題を見据え、担い手としての現役世代の減少に伴う諸課題に対応
　する計画

🈟

🈟健都ふくしま創造事業の推進

ふれあいの場づくり

見守り支援体制の構築

担い手の発掘・育成

重点事業 福島市ならではの事業（例）

　● サロン活動支援事業

　● 地域介護予防活動支援
　　事業

　● 健都ふくしま創造事業の
　　推進

・サロン、いきいき ももりん体操、
　認知症カフェ、子ども食堂など
・健都ふくしま創造事業
・不動産団体との町内会加入促進
　に関する協定締結
・地域見守りネットワーク事業
・ふれあい訪問収集　など

地域活動への参加促進

施策の展開

バリアフリー推進パッケージの取り組み

子育ての支援

🈟防犯・再犯防止に向けた取り組み

災害に強い地域づくり

🈟多文化共生の推進
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「第３章　現状の課題と施策の方向性」の見方

第３章　現状の課題と施策の方向性

【施策の方向性】

　指します。

地域における

　　　支え合いの促進

１．地域活動の促進

【現状と課題】

○地域には多種多様な人が生活していますが、さまざまな地域活動に積極的に参加し、青少年の

　「第３章　現状の課題と施策の方向性」については、以下を参照の上、ご覧ください。

　育成、防犯・防災、高齢者・障がい者への支援、社会貢献などを通して、相互理解を深めます。
○日常生活での人と人とのかかわりを増やしたり、地域の活動に参加し、地域で知識と経験を生
　かせる活動を増やすことで、地域活動の担い手の発掘・育成を推進します。
○地域の子ども、高齢者や障がい者などの見守りの必要な方を把握し、支援する体制の構築を目

各年10月現在

○町内会や夏祭りなどの地域活動への参加者が減少し、また、固定化が進んでおり、地域にどの

　ような人がいるのかわかりにくくなっています。住民がお互いを知るために積極的に地域活動

各年4月1日現在

　に参加することが求められています。

○町内会や育成会に加入しないなど、参加する人が少なくなる中で、担い手が固定化・高齢化し

　ているため、担い手の発掘・育成が必要です。また、働き方の多様化や、人と人とのつながり

　の希薄化によって、地域における助け合いや支え合いの力が弱まっているため、お互いを支え

　合う仕組み作りが必要です。

１

0.0

2.0

4.0

0

200,000

400,000

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口・世帯数・１世帯当たりの平均人員

人口 世帯数 １世帯当たりの平均人員

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

0

100000

200000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

世帯数と町内会加入世帯数

住民基本台帳世帯数 町内会加入世帯数 加入率 (資料：地域協働課)

(資料：福島市の統計)

●現状と課題

本市における「現状と課題」について記載してい
ます。

●施策の方向性

本市が５年間、どのような施策の方向性をもって
取り組むのかを記載しています。

現状と課題及び施策の方向性については、基本方針ごと
に記載します。（項目については、施策体系・重点事業の
ページを参照）

施策の展開は、現状と課題、施策の方向性を踏まえ、具
体的に取り組む内容を記載します。
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１　地域における支え合いの促進
（１）地域活動の促進

③見守り支援体制の構築

　　窓口です。介護や福祉、生活の相談をはじめ地域の支え合い活動などの相談を社会福祉士、保健師、主

②こども家庭課

③ふれあい訪問収集 ③ごみ減量推進課

④地域ささえ合いネットワーク事業 ④地域福祉課

⑤要保護児童対策地域協議会との協働 ⑤こども家庭課

※1　地域包括支援センター　高齢期を安心して暮らし続けられるよう、福島市が設置した高齢者の総合相談

⑥食事サービス事業

　　任ケアマネジャーなどの専門職が連携して支援します。
※2　地域見守りネットワーク事業　市内の団体、事業者などに、日常の活動の中での見守りをしていただ

・災害時要援護者登録情報を活用した普段からの見守り
・サロン活動やいきいきももりん体操への参加の呼びかけ

⑥長寿福祉課

⑦災害時要援護者登録制度 ⑦長寿福祉課

・町内会・育成会での登校見守り

・ＰＴＡでの学区内パトロールの実施

市民の役割

・地域の高齢者・障がい者・認知症の方の状況を把握します。
・災害時要援護者登録名簿を作成し、民生委員へ提供します。

・町内会活動やサロン活動などへの参加

・地域見守りネットワーク事業

・困っている子ども、高齢者、障がい者などを把握し、手助けをします。

・困っている人がいることを地域の民生委員や町内会などに相談します。

・地域の行事に参加し、普段から地域の方と交流します。

　　き、住民の異変の早期発見、早期対応に向けた連絡体制をつくる事業です。

行政の役割

主な取組み

①登下校時の見守り支援 ①地域協働課
②地域見守りネットワーク事業 ②長寿福祉課

　ワークづくりを支援します。

・児童・生徒が安全に登下校できるよう、安全パトロールや見守り活動を支援しま
　す。
・一人暮らしや認知症の高齢者など、地域で孤立しやすい人を見守るためのネット

主な取組み
・普段からの声掛けやあいさつ

・子どもが安全に登下校できるよう安全パトロールや見守り活動などを実施しま

　す。
・民生委員と町内会で連携し、高齢者、認知症の方、障がい者の情報を共有し、困

地域の役割

主な取組み

事業者など
の役割

・地区で行われている見守り活動を支援します。（社協）
・町内会や地区の行事に積極的に参加します。
・地域見守りネットワーク事業※1に登録し、日常業務の中での見守り・早期対応
　に向けた連絡を行います。

主な取組み
・小地域ネットワーク活動※2（社協）
・地域ささえ合いネットワーク事業※3(社協)

・地域の行事に高齢者、障がい者が参加しやすい環境を作り、お誘いなどの

　声かけをします。

　りごとの相談を受付けます。

●注釈
本文中で初めて表記した専門用語等の解説を記載します。

●主な取組み

事業として取り組んでいる内容、これから新たに取
り組む内容を記載します。
新たな事業は 、重点事業には の表記があり
ます。

新

●施策の展開

本市の現状と課題、施策の方向性を踏まえ、どのよ
うに施策を展開していくか、「市民」、「地域」、
「事業者など」、「行政」ごとに取り組む主な内容
を記載します。

●福島市社会福祉協議会の役割

事業者の役割の中で、特に福島市社会福祉協議会の
役割については、「(社協)」の表記をし、地域福祉
活動計画と連携して取り組みます。

新

重
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【施策の方向性】

第３章　現状の課題と施策の方向性

○高齢者や障がい者、難病患者などの方で災害発生時に特に支援が必要な災害時要援護者の支援

　について、体制づくりに努めます。

　指します。

○日常生活での人と人とのかかわりを増やしたり、地域の活動に参加し、地域で知識と経験を生

　かせる活動を増やすことで、地域活動の担い手の発掘・育成を推進します。

育成、防犯・防災、高齢者・障がい者への支援、社会貢献などを通して、相互理解を深めます。

○地域の子ども、高齢者や障がい者などの見守りの必要な方を把握し、支援する体制の構築を目

○町内会や夏祭りなどの地域活動への参加者が減少し、また、固定化が進んでおり、地域にどのよ

○地域には多種多様な人が生活していますが、さまざまな地域活動に積極的に参加し、青少年の

地域における支え合いの促進

○町内会や育成会に加入しないことにより、町内会活動などに参加する人が少なくなる中で、担い

各年10月現在

各年4月1日現在

（１）地域活動の促進

　加することが求められています。

　手が固定化・高齢化しているため、担い手の発掘・育成が必要です。また、働き方の多様化や、

　人と人とのつながりの希薄化によって、地域における助け合いや支え合いの力が弱まっているた

　め、お互いを支え合う仕組み作りが必要です。

　うな人がいるのかわかりにくくなっています。住民がお互いを知るために積極的に地域活動に参

【現状と課題】

１

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

100,000

200,000

300,000

400,000

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2

人口・世帯数・１世帯当たりの平均人員

人口 世帯数 １世帯当たりの平均人員

(人) (人)

72.0%
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76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

0

50,000

100,000

150,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

世帯数と町内会加入世帯数

住民基本台帳世帯数 町内会加入世帯数 加入率 (資料：地域協働課)

(世帯)

(資料：福島市の統計)
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①地域活動への参加促進

　　心とした重度障害者が参加しているが、誰にでも楽しめるスポーツ。

１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（１）地域活動の促進

　　けた学習』など、各学校で３年間を見通した活動を展開する。

※2　中学生ドリームアップ事業：福島市教育委員会がすすめる事業で、中学２年生での『職場体験活動』を

中心に、１年生での『職業について学ぶ活動』、３年生では１、２年生での学習を生かした『進路に向

・中学生ドリームアップ事業への協力

③スポーツ振興課

⑦消防団の活動支援 ⑦消防総務課

④町内会等交付金交付事業の推進 ④地域協働課
⑤不動産団体との「町内会加入促進に関す

③長寿福祉課　進

・自主防災組織への加入促進及び活動を支援します。

⑥危機管理室

※1　ボッチャ：イタリア語で木のボール、ボウリングのボールという意味。白のジャックボールに自チーム

・自主防災組織への加入促進

⑥自主防災組織の加入促進、活動支援

②障がい福祉課

主な取組み

⑤地域協働課
　る協定」締結による町内会加入の促進

・町内会や地域の行事に積極的に参加します。
・様々な専門性を生かし地域活動を担う人たちの相談者となり活動を支援します。

・消防団の活動を理解し、支援します。
地域の役割

事業者など
の役割

主な取組み

・町内会の加入について積極的に広報します。
・地域内での支え合い、助け合いの必要性について啓発に努めます。

・消防団活動への理解と支援

・子どものころから地域での福祉活動の体験を通して福祉の心を育てます。
・在住外国人の地域活動への参加の機会を作り、参加を促します。

・育成会への活動支援

・地域においてどのような行事があるか広報し、住民へ周知します。

・中学生ドリームアップ事業※2へ積極的に協力します。

・地域の子育て支援センターでの相談・支援
・各種養成講座等の実施（社協）

・自主防災組織への加入を促します。

・町内会による未加入世帯への加入呼びかけ

・消防団への理解

・ボッチャ※1等のニュースポーツへの参加

・子どもと一緒に家族で地域の行事へ積極的に参加します。
・積極的に価値観の異なる人や在住外国人、地域の障がい者などとの交流に努めま

主な取組み

・夏祭りや地区の運動会、サロン活動への参加

・自主防災組織に所属します。
市民の役割

・町内会に加入し、交流を深めます。

・消防団の活動を理解し、団員募集があれば応募します。

・自主防災組織へ所属

　す。

ボール(赤か青)を近づけるターゲットゲーム。パラリンピックには電動車いす利用者など脳性麻痺を中

⑥予防課

行政の役割

主な取組み

②高齢者・障がい者等疑似体験事業の実施

・学校での福祉教育を通じて心のバリアフリーを育てます。

　

③ボッチャ等のニュースポーツの普及・推

②長寿福祉課

③障がい福祉課

①学校教育課①中学生ドリームアップ事業の推進

・町内会などへの加入促進及び活動や交流を支援します。

・中学生ドリームアップ事業について、地域の事業所に協力を依頼します。

・消防団の活動を支援します。

新
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②担い手の発掘・育成

１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（１）地域活動の促進

・地域の行事へ積極的に参加します。

・町内会役員などを積極的に引き受けます。

・地域活動の中で、自分の知識や経験及び自由な時間を積極的に活用します。

市民の役割

主な取組み
・町内会活動やサロン活動などへの積極的な参加

・町内会役員などの引き受け

・ＮＰＯ法人や市民活動団体の育成・支援を行い、市民活動サポートセンターでの

・町内会の未加入世帯への加入やボランティアへの参加を呼びかけます。

・地域のお祭りや、行事の参加を促し、地域の担い手（特に高校生・大学生を視野

・町内会活動やボランティアへの参加の呼びかけ

主な取組み

主な取組み

・ボランティアセンターでの情報提供・紹介（社協）

・地域のボランティア活動に対して情報提供等の支援をします。（社協）

　支援します。

・地区の夏祭りや運動会の実施

※2 ふくしま・ふれあい・夢ぷらん事業：小学校と地域が一体となり、子どもや地域の実態、要望に即した

　　た事業。

※1 市民活動活性化支援事業：自主的・自発的に社会貢献活動を行う市民活動団体に対して、資金面で支援

地域の役割

・各種ボランティア養成講座等の実施（社協）

事業者など
の役割

　に入れた若手の担い手）を発掘・育成します。

⑥ふくしま・ふれあい・夢ぷらん事業※2

・若年層や在住外国人が参加しやすい事業を実施します。

・中学生ドリームアップ事業への協力

・世代間交流や多文化交流事業の実施

・各事業者は様々な専門性を生かし、地域活動を担う人たちの相談者となり活動を

・地域のボランティア・福祉活動団体の育成に努めます。

　相談や情報提供に努めます。

⑥各学校(学校教育課)

　団体への支援

⑤学校と地域の運動会の共催

④まち探検の実施

行政の役割

③地域福祉課

・公益的な活動を行っている団体の事業を支援します。

③民生委員・児童委員活動支援のための研修

　　豊かな福島市の歴史、文化、伝統、自然、人材などにふれる創造的な教育活動を行う。

することにより、市民活動の更なる活性化を図り、共創によるまちづくりの推進に資することを目標とし

・民生委員・児童委員の活動を支援します。

・学校教育で、地域への愛着がわくような地域とのつながりについて学習します。

①市民活動サポートセンターによる市民活動 ①地域協働課

②市民活動活性化支援事業※1による支援

主な取組み

④各学校(学校教育課)

⑤各学校(学校教育課)

②地域協働課

　の推進

　事業の推進

新
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③見守り支援体制の構築

　及び活動支援

１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（１）地域活動の促進

・子どもが安全に登下校できるよう安全パトロールや見守り活動などを実施しま

　もりなどの情報を共有し、困りごとの相談を受付けます。

主な取組み

・困っている子ども、高齢者、障がい者、ひきこもりなどを把握し、手助けをしま

・困っている人がいることを地域の民生委員・児童委員や町内会などに相談します。

・地域の行事に参加し、普段から地域の方と交流します。

主な取組み
・普段からの声掛けやあいさつ

・町内会活動やサロン活動などへの参加

　す。

・ＰＴＡでの学区内パトロールの実施

・サロン活動やいきいきももりん体操への参加の呼びかけ

　す。

・災害時要援護者登録名簿を活用した普段からの見守り

・地域見守りネットワーク事業※2に登録し、日常業務の中での見守り・早期対応

・地域ささえ合いネットワーク事業※3の推進(社協)

　声かけをします。

・民生委員・児童委員と町内会で連携し、高齢者、認知症の方、障がい者、ひきこ

・地域の行事に高齢者、障がい者が参加しやすい環境を作り、お誘いなどの

・町内会・育成会・ボランティアでの登下校見守り活動

・町内会や地区の行事に積極的に参加します。

・地区で行われている見守り活動を支援します。（社協）

・小地域ネットワーク活動※1

　に向けた連絡を行います。

・一人暮らしや認知症の高齢者、ひきこもりなど、地域で孤立しやすい人を見守る

　ためのネットワークづくりを支援します。

・地域見守りネットワーク事業の推進
主な取組み

※1 小地域ネットワーク活動：住民の顔が見える日常生活圏などの小地域を単位として地域で支援を必要と

　　で見守りを要する高齢者世帯を訪問するなどの見守り活動を実施する事業。

④要保護児童対策地域協議会との協働

⑤食事サービス事業の推進

②ごみ減量推進課

④こども家庭課

⑥災害時要援護者登録制度の推進 ⑥長寿福祉課

③地域福祉課

①長寿福祉課①地域見守りネットワーク事業の推進

③地域ささえ合いネットワーク事業の推進

※2 地域見守りネットワーク事業：市内の団体、事業者などに、本来の業務に支障のない範囲で日常の活動

　　の中での見守り活動をしていただき住民の異変の早期発見、早期対応に向けた連絡体制をつくる事業。

する人に対し、地域住民が主体となって、民生委員・児童委員や保健・福祉・医療の関係者と協働して

　　進める、見守り活動及び支援活動。

※3 地域ささえ合いネットワーク：町内会など（サロン）を単位に見守りネットワークを構築し、地域の中

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・地域の高齢者・障がい者・認知症の方の状況を把握します。

①こども家庭課

主な取組み

⑥障がい福祉課

・災害時要援護者登録名簿を作成し、地域へ提供します。

⑤長寿福祉課

②ふれあい訪問収集の実施
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緊急性が高い場合

連絡

１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（１）地域活動の促進
　　

確認・連絡
先へ連絡

【福島市地域見守りネットワーク連携フロー図】

事業者

事故または異変を発見

警察・消防・救急
こども家庭課

こども家庭係
長寿福祉課

地域包括ケア

推進室

家族・親族

民生委員・児童委員、主任児童委員、町内会関係者等

福島市認知症高齢者ＱＲ

コード活用見守り事業
早期に身元が判明するように「Ｑ

Ｒコードシール」を交付

障がい福祉課

地域福祉課

生活福祉課

各支所

地域包括支援

センター

連 携

42



【現状と課題】

【施策の方向性】

１　地域における支え合いの促進

　た交流ができるふれあいの場づくりを推進します。

○地域住民が協力しながら地域づくりを進めるために、世代を超えた地域住民同士のふれあう機会

を増やすことや、若年層や子どもたちの地域活動に参加しやすい環境づくりを行うことが求めら

　れています。

○住民がお互いに関心を持ち、地域の人を知ることで、お互いの支援が可能になります。

まずはお互いの顔を覚えて信頼関係を築くために、あいさつをすることの大切さを広めていきま

（２）地域交流の促進

○東日本大震災・福島原子力発電所の事故から１０年余りがたちますが、災害時において人と人と

のつながりや、地域とのつながりが重要であることに気付いても、なかなか身近な地域の人との

つながりが深められない方が多くいます。日常でのあいさつをすることがお互いを知る第一歩と

○新型コロナウイルス感染症の影響で、地域の交流の機会が限られるなど、交流の方法について見

　なる活動として求められています。

直しを迫られています。新たな生活様式の中、地域とのつながりを保つための方策について検討

　が必要です。

【東日本大震災を経験したことで日常の近所付き合いに変化があったか】

　東日本大震災を経験し、日常の近所付き合いにどのような変化があったかを明記したもの。

　外側の円グラフは全世代、内側の円グラフは次世代（大学生）のアンケート結果。

○新型コロナウイルス感染症の影響で、地域の交流が制限されたものになっていますが、新しい生

　活様式の中での新たな方法を検討していきます。

　す。

○地域の様々なサロン活動や子ども食堂などの活動を支援し、子どもから高齢者まで、世代を越え

13.6%

30.9%

5.5%

42.7%

7.3%

0.0%
10.7%

32.9%

5.3%

43.9%

5.3%1.8% 地域コミュニティの重要性に気づき、意識して交流を持つように

なった

地域コミュニティの重要性に気づいたが、行動には移せていない

地域コミュニティより、それ以外のコミュニティとの関わりが重要

だと感じるようになった

特に震災前と変わらない

震災の被害を受けていない（震災後に転入したなど）

未回答

(資料：令和元年度

地域福祉課市民アンケート)
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１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（２）地域交流の促進

④ふれあいの場づくり

・子ども食堂の運営

・子ども食堂※3を運営し、子どもの居場所づくりを行います。

　を助成します。（社協）

・地域サロン活動継続を支援するためにレクリエーションや相談助言等を行いま

・家庭であいさつの習慣づけを行います。

・通勤・通学・散歩などの外出時に積極的にあいさつを行います。

・サロン活動※1への参加主な取組み

・新たな生活様式に基づくあいさつの推進

市民の役割

・地域のふれあい活動に会議室などの開放や活動の支援をします。

・認知症の人やその家族、地域住民が交流できる認知症カフェを実施します。

・地域交流スペースの貸出・開放

・認知症カフェの実施

地域の役割

・地域交流スペースの貸出・開放

・登下校時に見守りあいさつ運動を推進します。

・地域にある施設や空き家、空き店舗などを活用して地域の人が気軽に集まれるサ

　ロン活動などのふれあいの場づくりを進めます。

事業者など
の役割

・日頃からのあいさつにより地域にとけ込み、つながりを深めます。

・ふれあい活動への支援により、あいさつ運動を推進します。

主な取組み

・育成会などでの世代間交流会の開催

・認知症カフェ※2への参加や協力を通して、認知症に対する理解を持ち、認知症の

・地域のふれあい事業などに積極的に参加します。

・地域でのふれあい活動の場所の確保に協力します。

　方や家族に温かい地域を目指します。

・福島市社会福祉協議会地区協議会による地域福祉活動の展開
主な取組み

・新たな生活様式に基づくあいさつの推進

・日ごろから町内会でのあいさつに努め、顔見知りの関係を作ります。

・高齢者と子どもとの交流などの世代間交流の場を作り、文化や歴史を継承します。

・認知症カフェへの協力

・町内会・育成会・ボランティアなどでの登下校見守り活動

・地域のサロン活動の立ち上げ・運営を支援するため勉強会の実施や活動費の一部

・サロン活動支援事業の実施（社協）

　す。(社協)

・新たな生活様式に基づくあいさつの推進

・地域との交流や地域活動に参加します。
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１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　（２）地域交流の促進

　進

　　　のための福島市社会福祉協議会の「ふれあいいきいきサロン事業」等がある。

①地域協働課

⑤子どもの居場所づくり支援事業の推進

主な取組み
②地域福祉課

・各学校であいさつ運動を推進します。

・町内会でのあいさつ運動を推進します。

①各学校(学校教育課)

・近隣に公共施設などがない団体が活動できるよう会場使用料の一部を助成します。

・地域でのふれあい活動の立ち上げを支援します。

・子ども食堂の運営を支援します。

②地域サロン活動支援事業の推進

④長寿福祉課

供するための社会活動。孤食の解決、子どもと大人たちの繋がりや地域のコミュニティの連携の有効な手段として

　　活用されている。 

楽しい仲間づくりの場。補助事業として、サロン立ち上げのための市の「地域サロン活動支援事業」、サロン運営

⑤こども政策課

・サロン活動での空き家などの活用を支援します。

行政の役割

③集会所建設費等補助金の交付

①各学校、町内会でのあいさつ推進運動の推

※3 子ども食堂：子どもやその親、および地域の人々に対し、無料または安価で栄養のある食事や温かな団らんを提

※2 認知症カフェ：認知症の人やその家族、専門員や地域住民が互いに交流したり、情報交換を行うカフェ。相談や

　　　息抜きを行うことで、参加者の気持ちが楽になるような場となっている。

・認知症カフェを実施するにあたっての助成金を交付し、取り組みを支援します。

④認知症カフェ運営支援事業の推進

・町内会などが使用する集会所建設整備を支援します。

③地域協働課

※1 サロン活動：地域を拠点として、当事者である高齢者と、地域住民（ボランティア）とが一緒に企画・運営していく
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【現状と課題】

　標準化死亡比（SMR)※3
資料：健康推進課

【施策の方向性】
資料：健康推進課

　に向けた取り組みを行います。

（３）健康づくりの推進

１　地域における支え合いの促進

を３本柱とした「健都ふくしま創造事業」を進め、脳梗塞や心筋梗塞の減少と健康寿命の延伸

1980年代から若者の発症が目立つようになり、その後の調査で生活習慣が深く関与していることが判明し
　　てきたため、1997年頃から予防できるという認識を醸成することを目的として呼び方が変更になった。
※2 メタボリックシンドローム：内臓脂肪型肥満（内臓肥満・腹部肥満）に高血糖・高血圧・脂質異常症の
　　うち2つ以上の症状が一度に出ている状態。日本語に訳すと代謝症候群、単にメタボとも言われる。 

に取り組み、行政は市民や事業者などと一体となった感染症拡大防止などの健康危機管理体制の
　強化を図ります。

※1 生活習慣病：糖尿病・脂質異常症・高血圧・高尿酸血症など、生活習慣が発症原因に深く関与している

※3　標準化死亡比（SMR)：年齢構成の違いを取り除き、死亡率を比較するための指標。

で感染症対策に取り組みます。また、事業者などは、感染予防及び感染症拡大防止のための対策

と考えられている疾患の総称。かつて加齢によって発病すると考えられたために成人病と呼ばれたが、

○福島市は平均寿命は延伸しましたが、食生活や運動習慣などを原因とした、生活習慣病※1やメ

タボリックシンドローム※2の該当者が増加し、全国と比較し脳梗塞・心筋梗塞の死亡率が高く

　なっています。一人ひとりが自分に合った健康づくりに取り組むことが求められています。

○「一人ひとりの健康を応援する環境づくり」、「地域の健康づくり」、「職場の健康づくり」

○新型コロナウイルスなどの感染症は、手洗いやうがい、マスク着用などの基本的な予防対策が重

要です。また、生活習慣病があると感染症の重症化を引きおこすことから、日頃からの健康づく

　りの推進が大切です。

○市民一人ひとりが自ら感染予防に取り組めるように、正しい知識の普及啓発を行い、地域ぐるみ

男 女

全国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 全国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

福島県 100.7 211.5 91.9 118.9 95.7 福島県 97.6 200.8 80.7 126.7 91.4

福島市 98.0 210.3 88.6 107.1 84.3 福島市 98.6 197.0 77.4 117.6 89.7

急性
心筋梗塞

心疾患

（急性心筋

梗塞除く）

脳血管
疾患

脳血管
疾患

肺炎肺炎
悪性
新生物

急性
心筋梗塞

心疾患

（急性心筋

梗塞除く）

悪性
新生物
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⑤健都ふくしま創造事業の推進

①健都ふくしま創造事業の推進

１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　　（３）健康づくりの推進

・健康づくりに取り組みやすい環境を整備します。

・世代を超えて地域ぐるみで互いに励まし合い、健康づくりに取り組みます。

・地域ぐるみで健康づくりに努めます。

・町内会活動などへの参加

・いきいきももりん体操※1・お口のももりん体操※2を自宅でも実施します。

・定期的に健診を受診し、生活習慣病の予防と早期発見・早期治療に努めます。

・健康に関心を持ち、自分にあった健康づくりに取り組みます。

・家族ぐるみで食生活の改善など健康づくりに取り組みます。

・地域の健康づくりの活動にも主体的かつ積極的に参加します。
市民の役割

・一人ひとりが、自らの健康づくりに努めます。

主な取組み

　ます。

地域の役割

①健康推進課

・各種健診の受診啓発と健診後の健康維持・改善のための支援を行います。

・地域ぐるみの健康づくり

・いきいきももりん体操実施団体の立ち上げ

　遣します。（市委託事業）

・ふくしまし健康づくりプラン※4に基づき健康づくりを推進します。

　ます。

・いきいきももりん体操などの介護予防事業を推進します。

・いきいきももりん体操などの介護予防事業に取り組みます。

・初めていきいきももりん体操を実施する団体に地域包括支援センター※3職員を派

・地域介護予防活動支援事業の実施

・健康診断の実施

・健康講座などの開催

・いきいきももりん体操などへの参加

・各種健診の受診

・健康づくりへの参加

・支え合いや地域のつながりを大切にします。

　　るためのお口の健康を保つ体操。

事業者など
の役割

・職場の健康づくりに努めます。

主な取組み

・労働衛生環境の整備を図り、従業員の健康維持増進に取り組みます。

・健康づくりに必要な情報提供を行い、保健・医療・教育・福祉機関と連携を図り

②健康推進課②各種健診の実施

　くりを推進します。

④長寿福祉課

主な取組み

主な取組み

　　操）とストレッチ体操（ほぐし体操）、筋力アップ体操の3つの運動を30分くらい行う体操。

※2 お口のももりん体操：のどのマッサージや舌の運動などを行い、美味しく食べたり、楽しく話したりす

③いきいきももりん体操スタート応援講座の③長寿福祉課

④地域介護予防活動支援事業の推進

行政の役割

　実施

※１ いきいきももりん体操：いすに腰かけたり、いすの背につかまったりして、準備体操（さびつき防止体

・地区組織や職域、マスメディア、保健医療関係団体などと連携し、協働で健康づ

・市民の自主的な健康づくりを推進するため、必要な健康情報や各種事業を提供し
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１　地域における支え合いの促進

　　　　　　　　　　　（３）健康づくりの推進

　　る健康づくりを推進する。

　　　【いきいきももりん体操】

市民一人ひとり・学校・職場・地域社会・行政などの連携・協働により、市民の皆さんと共に生涯にわた

ことを目指して策定された（2018年から5年間）。栄養・食生活やたばこ、歯・口腔など、17の推進項目

※4 ふくしまし健康づくりプラン：「やすらぎと潤いのあるまちで生涯にわたって健康で安心して暮らす」

　　アマネジャーなどの専門職が連携して支援する。

窓口。介護や福祉、生活の相談をはじめ地域の支え合い活動などの相談を社会福祉士、保健師、主任ケ

を設け、「重点推進項目」、「継続推進項目」を設定し、項目ごとに具体的な取り組みと目標を掲げ、

※3 地域包括支援センター：高齢期を安心して暮らし続けられるよう、福島市が設置した高齢者の総合相談
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【現状と課題】

【施策の方向性】

【バリアフリー推進パートナーのステッカー】

第３章　現状の課題と施策の方向性

※1 バリアフリー推進パートナー：バリアフリーの推進に関する市の取り組みの趣旨・目的に賛同し、連

　　携・協力いただける民間事務所や団体のこと。

　し、官民一体となってバリアフリーに取り組んでいます。

り、公共交通機関を利用したい状況がありますが、駅やバス停まで遠く、さらに便数が少ない

　員として活躍できるための取り組みを推進します。

人が増えています。また、地域の国際化とともに、国籍の違いや多様な言語・文化・習慣があ

ることを市民一人ひとりが認め合い、地域社会の一員として受け入れる環境を整備する必要が

　あります。

　ます。

など利用が難しい状況です。地域の移動手段の状況を把握し、対策をとることが求められてい

○東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、本市に関心を持つ外国

○令和元年度よりバリアフリー推進パッケージにおいてバリアフリー推進パートナー※1を募集

○令和２年３月６日に先導的共生社会ホストタウンの認定を受け、共生社会の実現のための、ユ

　す。

○地域住民は、多文化共生に関する知識を深めたり、異文化に対する理解の向上を図るととも

○バリアフリーマスタープランにおいて、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まっている地

　ニバーサルデザインのまちづくり及び心のバリアフリーの取り組みを強化しています。

誰にでもやさしいまちづくりの推進

○高齢者や障がい者、外国人などは、日常生活を送るうえで様々なバリア(障壁)に直面します。

しかし、支援の必要な方が困っているとき、手助けをしたいがどのような行動をとればよいか

わからない方が多い状況です。すべての人々が相互に理解を深めていく心のバリアフリーの推

○高齢者や認知症の方にとって、日常の足であった自動車を運転できなくなったことなどによ

（１）バリアフリーの推進

　進が求められています。

　区などに一体的なバリアフリーの取り組みを推進します。

○東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、ハード面だけではな

く、心のバリアフリーなどのソフト面のバリアフリーを推進し、みんなが安心して暮らすこ

に、在住外国人向けの地域社会に関する学習機会の確保などにより、だれもが地域社会の一

○コミュニティバスや乗り合いタクシーなど、地域の状況に合わせた移動手段の確保に努めま

　とができる「誰にでもやさしいまち　ふくしま」の取り組みを推進します。
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・バリアフリーの推進のために、バリアフリー推進パートナーに登録します。

　バリアフリー」についての研修を実施します。

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　（１）バリアフリーの推進

市民の役割

地域の役割

主な取組み

主な取組み

・困っている人への声掛け

・地域のバリアフリー化されていない個所の把握

　けや手助けをします。

・福祉の学習会やイベントに積極的に参加します。(学習センター、社会福祉協議

⑦交通政策課

⑤障がい福祉課

・学校教育と連携して、福祉教育を促進し、子どもの心のバリアフリーを育てます。

①心のバリアフリー講座の実施

⑦バリアフリーマスタープラン※2

①地域福祉課

がい者、外国人などに関する講演会や福祉作品展、異文化交流などのイベントを

・バリアフリーの推進のために、心のバリアフリー講座や、バリアフリー推進パー

⑤手話出前講座の実施

・学習会への参加

・世代間交流会を開催します。

　会、保育所、幼稚園、認定こども園、学校で開催）

・市営住宅のバリアフリー化を推進します。

・事業所内での福祉に対する意識をさらに高めるため、事業所などにおいて「心の

・ユニバーサルデザインの積極的採用

　の充実に努めます。（社協）

　トナーへの参加促進を行います。

・学校や企業を対象とした心のバリアフリー講座などの紹介・

・地域福祉活動やボランティア活動のコーディネートや、活動をテーマとした講座

・地域のバリアフリー化されていない箇所の把握に努め、町内会や市へ情報を提供

・地区での交流会の開催

主な取組み
・福祉およびボランティア体験学習・講座

⑧長寿福祉課

・設置または管理する施設について、ユニバーサルデザイン※1を取り入れた施設

・ユニバーサルデザインを取り入れた道路や施設のバリアフリー化に努め、安全で

　安心して利用できる身近な生活環境づくりを推進します。

・思いやり駐車場の設置

②バリアフリー推進パートナーへの参加促

　づくりに努め、利用者が安全かつ快適に利用できるように配慮します。

②地域福祉課

・バリアフリー推進パートナーへの参加

主な取組み

③定住交流課

⑧高齢者住宅改修助成事業の推進

⑩住宅政策課

⑥ヘルプマークの普及

④障がい福祉課

　進

⑩市営住宅におけるバリアフリー化の推進

⑨点字ブロック整備 ⑨道路保全課

⑥バリアフリー推進パッケージの取り組み

④いきいき！ふくしマーケットの開催

・高齢者や障がい者、外国人などが、まちの中で困っているのを見かけたら、声か

⑥障がい福祉課

・高齢者や障がい者、外国人などに対する市民の理解を促進するため、高齢者や障

事業者など
の役割

行政の役割

　開催します。

③異文化交流事業の推進

・子どもも社会の一員として地域活動へ参加する機会を作ります。

・地域で高齢者や障がい者との交流の場を設けます。

　します。

　実施（社協）
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２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　（１）バリアフリーの推進

【令和元年　バリアフリーパートナーキックオフミーティングの様子】

【ヘルプマーク】

【いきいきふくしマーケットの様子】

　　くデザインするという考え方。

※1 ユニバーサルデザイン：施設や製品等について、新しいバリアが生じないよう誰にとっても利用しやす

　　 【バリアフリー推進パートナーとのまち歩き点検の様子】

※2 バリアフリーマスタープラン：旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集

　　まった地区（移動等円滑化促進地区）において、面的・一体的なバリアフリー化の方針を示すもの。
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⑦地域の移動手段の確保

　な交通※5」の導入

・路線バスなどの高齢者利用促進事業を周知します。

・様々な福祉活動で得た相談・情報を行政につなげます。（社協）

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　（１）バリアフリーの推進

主な取組み

・民間事業者を含む関係機関と連携し、路線バスなどの利便性向上を図ります。

・地域協議会※1の開催

・行政、地域と相談し、適切な交通手段の提供に努めます。

・積極的に公共交通機関を利用します。

主な取組み

・福島市社会福祉協議会の各種事業の推進

・福島市地域公共交通網形成計画※2に基づく交通手段の提供

主な取組み
・路線バス等高齢者利用促進事業の利用

・地域の交通弱者の掘り起こしを行い、行政に相談します。

・地域の特性に応じた生活交通の確保・維持に努めます。

・地域のまち歩き点検の実施

※4 路線バス等高齢者利用促進事業：高齢者の積極的な社会参加支援と公共交通の利用促進を図るため、

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・民間事業者の路線維持のための補助金を交付します。

③地域と行政が支える移動手段の確保「小さ

・事業所の送迎車の有効活用

　を行います。

主な取組み

①中心市街地活性化支援バス社会実験※3の ①交通政策課

②路線バス等高齢者利用促進事業※4の推進 ②交通政策課

・コミュニティバス、タクシーの活用など、地域の状況に合わせた交通手段の提案

　実施

　　みを構築する施策。

※1　地域協議会：各地区において、地域交通の維持・利便性等を検討するための協議会。

③交通政策課

③長寿福祉課

③生活課

※5 小さな交通：福島市地域公共交通網形成計画に基づき幹線軸や広域路線のバス停から遠いエリアや、本

　　数が少ない路線沿線、将来的にバス路線の維持が困難なエリアなどにおける交通手段の確保の制度・仕組

※2 福島市地域公共交通網形成計画：市のまちづくりと連携した公共交通の基本的な方針と施策体系となる

　　もの。

※3 中心市街地活性化支援バス社会実験：市の中心市街地の活性化を目的としてバスの運行を試験的に行う

　　もの。

　　75歳以上の高齢者を対象に市内路線バスと福島交通飯坂線の運賃無料化を実施。
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⑧多文化共生※１の推進

←市役所1階「外国人生活相談窓口」で無料配布しているガイド
　ブック（英語・中国語・韓国語・ベトナム語・インドネシア語・
　タイ語版があります。）

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　（１）バリアフリーの推進

　　り）。

※2 ＡＬＴ：児童生徒が英語で積極的にコミュニケーションを取ったり、外国の文化や習慣を学んだりす

　　るための授業を支援する外国人語学講師。

③定住交流課

①外国人のための生活相談窓口の開設

主な取組み

・在住外国人が地域活動に参加しやすい環境を作ります。

・国際理解講座・国際交流イベントへの参加

・在住外国人が地域において相談しやすい体制づくりを推進します。

主な取組み

主な取組み 　派遣

※１ 多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こう

としながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと(総務省多文化共生の推進に関する報告書よ

行政の役割

⑤定住交流課

①定住交流課

・在住外国人へ多言語による生活情報の提供に努めます。
・海外にルーツを持つ方への日本語教育機会の充実を図ります。

・外国人受入れに係る関係機関・団体と連携し、さまざまな情報提供や講習会・交

　ズの把握に努めます。

③小・中学校への日本語指導サポーターの

④小・中学校での英語教育の充実 ④学校教育課

②多言語で作成した生活ガイドの配付

⑤外国人受入機関・団体との連携強化

②定住交流課

・小中学校でのＡＬＴ※2との授業を通して英語教育の充実を図るとともに、異文化
　理解・体験の機会を創出し、国際感覚・視野を持った人材の育成を図ります。

　流会を開催します。

・在住外国人などの本市生活環境への早期適応を目指すとともに、受入状況やニー

・案内表示の多言語化等により外国人等の受入環境の整備に努めます。

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

・在住外国人にも働きやすい職場環境を作ります。

・事業所内での外国人向け講習会の開催

・在住外国人へ多言語情報の提供に努めます。

・異文化理解を深め、積極的に在住外国人と交流します。

・地域情報の提供主な取組み

・在住外国人との交流や生活支援のためのネットワークづくりに努めます。

・案内情報の多言語化

・在住外国人への相談支援

・生活相談や生活支援体制の整備

・町内会への加入や地域活動・行事への参加の呼びかけ
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【現状と課題】

【施策の方向性】

○地震や洪水など様々な災害が頻発しているだけでなく、新型コロナウイルス感染症などの新たな

○普段からの防犯活動により、地域の意識向上に努める必要があります。

○東日本大震災や令和元年東日本台風（台風１９号）の経験や、感染症予防のための新しい生活様

　

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

（２）安心安全な地域づくりの推進

　社会の実現を目指します。

に、生活の安定・自立をサポートすることで、再犯の防止につなげ、安全で安心して暮らせる

感染症による日常生活への影響も発生しています。災害などの発生時に支援を必要とする高齢者

や障がい者など、災害弱者に対する安否確認や情報伝達、避難誘導などの支援が行える体制を充

○罪を犯した人は、仕事・住居が得られないことにより社会復帰が困難となる場合があることか

　ら、関係機関が協力・連携して支援する必要があります。

　実させる必要があります。

○地域住民の理解と協力を得ながら、罪を犯した人が地域社会で孤立しないようにするととも

　定して、日頃から支援が必要な方の把握や、訓練などを実施します。

式を踏まえて、安心安全な地域づくりのため、日頃の助け合いはもとより、災害が起きた時を想

○地域の防犯活動により、防犯意識の向上に努めます。
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⑨災害に強い地域づくり

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　　　　　（２）安心安全な地域づくりの推進

（内水）

⑨各種ハザードマップの作製・配布及び普

⑨下水道総務課

（火山防災・避難）
（土砂災害・洪水）

⑧マニュアルの整備
⑧危機管理室

　及啓発

　福祉避難所設置・運営マニュアル
　指定避難所運営マニュアル

⑧長寿福祉課

⑨河川課

⑧地域福祉課

②市民による自主的な避難所開設の仕組み ②危機管理室

⑦災害ボランティアセンターの設置
　　　　　　　　　　(福祉避難所)

④消防団との連携・支援 ④消防総務課
⑤長寿福祉課

⑥危機管理室⑥避難所の開設・運営(指定避難所)
⑥長寿福祉課

⑤災害時要援護者登録制度の周知・推進

⑦地域協働課

事業者など
の役割

主な取組み

・町内会活動やサロン活動への参加を通じた要支援者の把握

・災害時要援護者登録制度への理解と支援

　ケアマネジャーなどと連携を図り、災害時に備える体制づくりに努めます。

・消防訓練、防災訓練の実施

・医師会などの関連団体は、市と連携し救急医療体制の充実を図ります。
・福祉避難所※1の施設管理者は、福祉避難所として必要な施設整備、物資、機材、
　人員、移送手段の確保などに努めます。

・福祉避難所協定の締結
・町内会・自主防災組織、消防団、民生委員・児童委員、地域包括支援センター、

　(社協)

・市の総合防災訓練への参加

主な取組み

・我が家の防災計画の作成

行政の役割

市民の役割

　びかけなどによる関係の構築

・自主防災組織での防災活動の実施

・日ごろから災害が起きた時の行動を家族で話し合い・確認します。
・日ごろから近所に支援が必要な人がいないか気にかけ、話し合います。

地域の役割
・自主防災組織において地域の防災活動に努めます。

・自主防災組織への所属・防災活動への参加
・日ごろから地域でのあいさつに努め、顔見知りの関係を作ります。
・地区内の要援護者を把握し、積極的に交流の機会を設けます。

・二次的福祉避難所として協定を締結します。

・被災地におけるニーズ把握・調査、ボランティアとのマッチングを行います。

・地域でのあいさつや、町内会活動、サロン活動への参加の呼

主な取組み

・災害時に活動できるボランティアの受け入れ態勢の整備を進めます。（社協）

・福祉事業者は、施設利用者の避難訓練などを定期的に行います。

・災害ボランティアセンターの運営（社協）

①地区防災訓練の実施
　します。

・自主防災組織に所属し、地域の防災活動に努めます。

・災害時要援護者登録制度への理解

①危機管理室

・災害時要援護者登録制度により、災害時の要援護者を把握し、支援ネットワーク
　の構築を支援します。

主な取組み

　づくり

・災害時に要援護者を福祉避難所で速やかに受け入れられる体制を構築します。

⑤障がい福祉課

③危機管理室

・迅速な避難や二次災害を防ぐため、各種ハザードマップ※2を作成し、市民へ周知

③自主防災組織との連携・支援

⑨危機管理室

重

第
３
章

現
状
の
課
題
と
施
策
の
方
向
性

55



２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　　　　　　　（２）安心安全な地域づくりの推進

【福島市発行のガイド】

出典：福島市ホームページ

【令和元年度防災訓練の様子】

【ふくしまｅマップ】

　　ＵＲＬ：https://www.sonicweb-asp.jp/fukushimacity/

　避難ガイドなどを参考に、災害発生の際の行動などを確
認します。

　　配布された各種防災マップのほか、インターネットから各種ハザードマップの情報を
　確認できる「ふくしまｅマップ」も参照ください。

　　ある。 

点、被害の拡大範囲および被害程度、避難経路、避難場所などの情報が既存の地図上に図示されていま

す。 被害予想地図を利用することにより、災害発生時に住民などは迅速・的確に避難を行うことがで

き、また二次災害発生予想箇所を避けることができるため、災害による被害の低減にあたり非常に有効で

震・耐火構造及びバリアフリー化などに対応し特別な準備(物資、機材、介助など)がされている避難所。

　　される二次的福祉避難所がある。

※2 ハザードマップ：自然災害による被害を予測し、被害範囲を地図化したもの。予測される災害の発生地

※1 福祉避難所：災害時などに一般の指定避難所での生活が困難な災害時要援護者を受け入れるため、耐

福島市保健福祉センターほか３箇所を拠点的な福祉避難所としているほか、災害の状況に応じて順次開設
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⑩防犯・再犯防止に向けた取り組み

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進　

　　　　　　　　（２）安心安全な地域づくりの推進

　推進

行政の役割

・福島保護観察所、福島県警、福島県社会福祉協議会（地域生活定着支援セン

・事業主に協力雇用主に関する情報提供を行います。

④地域福祉課

⑦地域福祉課

　業の推進

③青少年健全育成市民総ぐるみ運動の推進

　どの更生保護ボランティア団体などとの

事業者など
の役割

主な取組み

　福祉協議会（地域生活定着支援センター）

・地域の防犯意識の向上や、自主的な防犯活動を支援します。

⑤地域福祉課

ター）や保護司、ＢＢＳ会、更生保護女性会などの更生保護ボランティア団体な

　再犯防止活動の連携

・再犯防止活動への理解を深め、更生保護における就労支援の協力雇用主の検討を

　や保護司、ＢＢＳ会、更生保護女性会な

・協力雇用主の検討

・防犯活動への参加

　行います。

・福島県警と連携し、防犯活動に協力します。

　どと連携し、防犯活動・再犯防止活動、地域定着支援活動に協力します。

・青少年健全育成総ぐるみ運動を関係機関と協力し実施します。

⑤保護司会、更生保護法人の補助金交付事

④福島保護観察所、福島県警、福島県社会

①地域の防犯意識の向上・活動の支援

⑥生活福祉課⑥生活保護・生活困窮者自立支援事業などの

②こども１１０番ひなんの家の活動の支援

③こども政策課

②こども政策課

・生活保護・生活困窮者自立支援事業など必要に応じた支援を行います。

①生活課

主な取組み

⑦社会を明るくする運動※5の推進

・町内会などの防犯・再犯防止に関する研修を受講します。

　ンティア活動に参加します。

・保護司※1、ＢＢＳ会※2、更生保護女性会※3などへの理解を深め、更生保護のボラ

市民の役割

主な取組み

・防犯・再犯防止研修の受講

・協力雇用主の活動への理解

・協力雇用主の活動について理解を深めます。

・更生保護ボランティア活動への参加

地域の役割 　ます。

・地区の見回り活動

・更生保護ボランティア活動への支援

主な取組み

・防犯・再犯防止活動や研修の実施

・防犯ネットワークづくり

・こども１１０番ひなんの家※4の設置を推進します。

・町内会などにおいて防犯・再犯防止に関する研修を実施します。

・警察署、防犯協会、学校と連携し、見回りを実施します。

・保護司、ＢＢＳ会、更生保護女性会などの更生保護のボランティア活動を支援し

・防犯ネットワークづくりを推進します。

・子どもの避難場所の確保
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出典：法務省ホームページ

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進　

　　　　　　　　（２）安心安全な地域づくりの推進

※1 保護司：法務省所管の地方支分部局であり、各都道府県庁所在地におかれた保護観察所の長の指揮下に

職務を行う。身分は国家公務員（人事院指令14-3で指定された非常勤国家公務員）。俸給は支払われな

いためボランティアとなる。主に犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、犯罪の予防を図

　　るための啓発及び宣伝の活動を行う。

※2 BBS会：法務省所管の更生保護制度における民間協力者（更生保護ボランティア）の一つ。「犯罪や非

行のない明るい社会の実現」を理念に掲げ、「非行を初め社会適応に悩む多くの少年少女」を対象とし

　　ための全国的な運動。

　　いる場合が多いが、民家がその役割を行なっている場合もある。

※5 社会を明るくする運動：すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について

理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築く

　　た「ともだち活動」などを行う。

※4 こども１１０番ひなんの家：1990年代頃より子供を狙った犯罪が増えてきたことを受けて、警察や地方

公共団体によって設置・推進が進められており、主に通学路にある商店が地域活動の一環として行って

※3　更生保護女性会：地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに，青少年の健全な

　　地域の実情に即した非行問題等を話し合うミニ集会のほか、親子ふれあい行事や子育て支援の活動などに

　　育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体。

　　取り組んでいる。

58



【現状と課題】

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

285,060 284,010 281,820 279,786 277,516

76,771 78,646 80,040 81,106 81,940

26.9% 27.7% 28.4% 29.0% 29.5%

　域で安全で安心して暮らせる環境づくりが求められています。

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

のため、「経済的な自立」、「日常生活における自立」を支援し、市民の生活を重層的に支える

○新型コロナウイルス感染症の影響で、高齢者の外出控えや、それによる認知機能の低下が懸念さ

　れています。

○障がいや障がいのある人に対する偏見や誤解が見られ、障がいへの理解や地域社会でのかかわり

が十分ではありません。障がいのある人の人格と個性が尊重され、社会の一員として生活できる

共生社会の実現に向けて、障がいや障がいのある人への理解と認識を深め、障がいのある人が地

（３）生活支援の推進

○地域のつながりの希薄化により、子どもを守り育てる地域の力が弱まっています。安心して子ど

もを産み育てられるよう、また、子供が健やかに育つよう家庭や学校、職場、地域などが連携し

○高齢者の増加に伴い、支援が必要と考えられる人や世帯が増えています。その人らしく暮らすた

　もらえる場を作る必要があります。

　て健康づくりや子育てしやすい環境づくりに取り組む必要があります。

めに、経験を活用した就労や楽しく気軽に利用できる活動の場の提供といった生きがいを感じて

に至るケースが増加したり、罪を犯してしまう場合があります。生活困窮者対策や再犯防止など

○社会経済環境の変化に伴い、働きざかりの方や高齢者の方などが生活困窮に陥り、生活保護受給

　セーフティーネットの構築が必要となっています。

【高齢者人口と高齢化率】　　　　　　　　　各年10月1日現在(単位：人)

高齢化率

高齢者人口(65歳以上)

総人口

76,771

78,646

80,040

81,106
81,940

26.9%

27.7%

28.4%

29.0%

29.5%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

74,000

75,000

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

82,000

83,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

福島市の高齢者数と高齢化率

高齢者人口(65歳以上) 高齢化率 資料：長寿福祉課

(人)
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（世帯） （世帯） （世帯） （世帯） （世帯）　　（比率）

1,108 1,194 1,267 1,313 1,363 54.7%

212 201 198 196 189 7.6%

340 344 357 378 399 16.0%

111 107 95 86 86 3.4%

453 438 417 429 457 18.3%

2,224 2,284 2,334 2,402 2,494 100.0%

【施策の方向性】

　ます。

○地域全体と認識を共有し、子どもと子育て家庭を守り支える地域環境を作ります。

また、妊娠・出産から子育て期までの切れ目のない支援のため、市民・事業者・行政が相互連携

○高齢者の居場所づくりと多様な社会参加の促進を図るとともに、その人らしく暮らせるための日

常生活の支援を推進します。さらに、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域での見守

　りや、支え合い活動を推進します。

　する地域における子育て支援のネットワークづくりを推進します。

例の基本理念に基づき、障がいの有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し支え合う取り

　組みを推進します。

○共生社会の実現を目指し、障がいのある人もない人もともにいきいきと暮らせる福島市づくり条

○市民の生活の安定と向上を図るため、包括的かつ継続的な相談・支援を行い、経済的な自立、日

　常生活における自立、社会生活における自立を支援します。

深刻な困窮状態にある世帯など支援を必要とする人を早期に把握するための体制づくりを推進し

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

合計

【生活保護世帯類型別推移（年度平均）】

その他

傷病者

母子

障がい者

高齢者

令和元年度

1,108 1,194 1,267 1,313 1,363

212 201 198 196 189340 344 357 378 399111 107 95 86 86453 438 417 429 457

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

生活保護世帯類型別推移

高齢者 傷病者 障がい者 母子 その他 資料：生活福祉課

(世帯)
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⑪子育ての支援

・民生児童委員協議会活動

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

市民の役割

地域の役割

・日常的な声掛け・見守り

・一人で悩まず、地域の方や他の子育て家庭と子育てについて相談できる関係を作

・子育てサロンへの参加

・日頃より妊産婦や子どもに対して、声かけや見守り活動を行います。

・子育てを一人だけに任せず、家族みんなで子どもを育てます。

主な取組み

主な取組み

　ります。

・地域子育て支援センター事業への積極的な参加

・日頃より妊産婦や子どもに対して声かけや見守り活動を行い、町内会活動を通し

　て子どもが安心して遊べる環境づくりに努めます。

・登下校時に見守りあいさつ運動を推進します。

・子育てサロンの開催

事業者など
の役割

　ます。(社協)

・子ども食堂の支援(社協)

・地域の子育てサロンの活動を支援します。（社協）

・地域の子育て支援センター事業の推進

・父親の育児休暇取得の促進など、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備に努

・子育てサロンの広報等支援（社協）

・施設を開放し、交流の場の提供に努めます。

・子ども食堂の開設にあたり、地域内の必要な方や機関への照会・情報提供を行い

　めます。

主な取組み

進するとともに、子育て家庭への支援として、地域子育て支援センターや学習セ

・子どもの健やかな成長のため、子育てに関する相談、情報提供、各種支援を行い

　ます。

・安心して子育てができるよう、幼児教育・保育施設及び放課後児童クラブの供給

行政の役割

・様々な就労形態に対応するため、利用者のニーズに応じた子育て支援などの各種

・子どものえがお条例（仮称）※1を制定し、社会全体で子育てしやすい環境づくり

・子どもの医療費や、ひとり親家庭の医療費について、助成を行います。

　量を確保し、待機児童をゼロにし、維持するとともに、質の向上を図ります。

・市営住宅における子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の提供を推進します。

　ンターにおいて各種事業を開催します。

　サービスの情報提供及び支援を行います。

・市民、事業者、行政などが相互に連携する地域の子育てネットワークづくりを推

　を推進します。

第
３
章

現
状
の
課
題
と
施
策
の
方
向
性

61



２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

⑪市営住宅における子育て世帯向け地域優良

⑩地域福祉課

⑪住宅政策課

　教育・保育の質の向上

③室内遊び場の設置・運営

※3 子育て世代包括支援センター事業：妊娠・出産・子育てに関わる様々な相談支援を行う総合窓口。

※1 子どものえがお条例(仮称)：地域社会全体で子育てを支援する機運を高め、日本一の子育て環境づくり

⑨地域福祉課

⑦健康推進課

⑨子ども医療費助成事業※4の推進

⑧幼稚園・保育課⑧幼児教育・保育施設の供給量の確保、幼児

主な取組み行政の役割

　　を目指すため、条例を制定する。

※2 ファミリーサポート事業：「お子さんを預かってほしいかた」と「お子さんを預かることができる

　　う子育て支援の有償ボランティア活動。

　賃貸住宅の提供

④特別保育・放課後児童クラブの充実

⑩ひとり親家庭医療費助成事業の推進

【ファミリーサポート事業の仕組み】

保健師・助産師・歯科衛生士・栄養士・保育士などが相談に応じたり、関係機関と連携して必要なサービ

　　スを紹介するなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う。

※4 子ども医療費助成事業：18歳までのお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による

　　療養費定額負担金を助成する制度。

①子どものえがお条例(仮称)の制定

③こども政策課

⑥こども家庭課

②こども政策課

⑤こども家庭課

④幼稚園・保育課

②ファミリーサポート事業※2

④こども政策課

　妊娠期から子育て期の相談支援強化

⑤子育て世代包括支援センター事業※3

出典：福島市
　　　ホームページ

かた」が会員となり、お互いに信頼関係を築きながら子どもを預け・預かる、地域が主体となっておこな

⑦こんにちは赤ちゃん事業

⑥ひとり親家庭への支援

①こども政策課
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⑫高齢者の支援

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

　認知症への理解を深めます。

主な取組み

・日常的な声掛け・見守り

　研修の受講

・生きがいづくりや健康づくりなど、積極的に社会参加します。

・認知症サポーター養成講座、認知症サポーターステップアップ

・認知症サポーター養成講座※3、認知症サポーターステップアップ研修を受講し、
・一人暮らしの高齢者や、認知症高齢者などへの声掛け・見守り活動を行います。

⑤各種在宅福祉サービス事業の推進

⑧長寿福祉課

も、安心して自分らしく暮らし続けることができるまちを目指し、福島市オレン

⑧オレンジプラン推進事業の実施

①地域包括支援センターの機能強化

　　両方を支援する。

※3 オレンジプラン推進事業：国の「認知症施策推進大綱」に基づき福島市認知症施策（福島市オレンジプ
ラン）を策定し、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会づくりを推進する事業。
認知症の人やその家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進し、周囲

　　の人も安心して自分らしく暮らし続けることができるまちの実現を目指します。

※2 認知症サポーター養成講座：認知症について正しく理解し、偏見をもたず認知症の人や家族を温かく見
守り支援する応援者。自分自身の問題と認識し友人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症の人やそ

　　の家族の気持ちを理解しようと努めることも自分のできる範囲での支援でありサポーターとしての活動。

・民生児童委員協議会活動の実施

※1 ふれあいいきいきサロン：地域を拠点として当事者である高齢者と、地域住民（ボランティア）とが一
緒に企画をし、内容を決め、運営していく楽しい仲間づくりの場。また、高齢者とその家族の生活の

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・サロン活動やいきいきももりん体操などへの参加

・地域包括支援センターが地域でネットワークづくりを進められるよう支援します。

・一人暮らしの高齢者や、認知症高齢者などへの声掛け・見守り活動を行います。

主な取組み

・民生委員、町内会による見守り活動の実施

　します。（市委託事業）

②長寿福祉課

主な取組み
⑤長寿福祉課

③地域ささえ合いネットワーク事業の推進及

①長寿福祉課
②各種生活支援、介護予防事業の推進

・高齢者を介護している家族の負担軽減を図ることにより、介護離職防止や在宅

④地域福祉課

・高齢者の再就労も含め、社会活動に参加できる環境づくりの推進を図ります。

・ふれあいいきいきサロン※1の運営を支援します。（社協）

・総合相談、介護予防事業の推進

・オレンジプラン推進事業の取り組み

・福島市社会福祉協議会地区協議会の配食活動の実施
・サロン活動やいきいきももりん体操などへの参加の呼びかけ

声かけ訓練等、オレンジプラン推進事業※3に取り組み、認知症の人も周囲の人

・包括的・継続的ケアマネジメント支援

・地域包括支援センターで困りごとへの相談や介護予防などの高齢者の生活を支援

・地域ささえ合いネットワーク事業の推進(社協)
主な取組み

・積極的に高齢者の雇用を支援します。
・ふれあいいきいきサロン運営事業の助成及び活動支援（社協）

⑥高齢者生涯活躍プロジェクト協議会の開催
⑦高齢者元気アップ事業の推進 ⑦長寿福祉課

⑥長寿福祉課

・企業等での認知症サポーター養成講座※2、認知症カフェ、認知症高齢者見守り・

　も、安心して自分らしく暮らし続けることができるまちを目指します。

　生活の維持向上を図ります。

④地域サロンの活動支援事業の推進

　適切な質と量の提供に努め、住み慣れた地域での自立した生活を支援します。
・介護保険のサービス事業者を含む関係機関との連携を強化し、居宅サービスの

　ジプランを推進します。

・生きがいづくりや健康づくりなど積極的に社会参加できる機会の創出を図ります。
・認知症の人本人や家族の思いの把握・発信に努めながら、認知症の人も周囲の人

・地域で自立した生活を継続するために、各種生活支援事業を実施します。

③地域福祉課
　び活動支援
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⑬障がい者の支援

　制の整備

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

⑤意思疎通支援事業※１の推進

に、手話通訳や要約筆記の派遣などを行い、意思疎通の円滑化を図る事業。手話通訳者派遣、要約筆記

奉仕員派遣を行うとともに、障がい福祉課に手話通訳者を配置し、障がいのある方への意思疎通支援を

※2 意思疎通支援事業：聴覚、言語、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある方

　

　　行う。また、「市政広報テレビ5分番組」では手話通訳の同時放映を行う。

⑨心のバリアフリー講座の実施

⑥市営住宅の優先入居の実施

⑨地域福祉課
⑧産業雇用政策課

主な取組み

①障がい者に対する理解、合理的な配慮及
　び啓発・広報活動の推進

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・障がい者の雇用を進め、働きやすい雇用環境づくりに努めます。

①障がい福祉課

・相談支援事業所において生活相談や福祉サービスの利用に向けた援助などを行い

・サロン活動の実施

・行政・その他事業者と連携し、情報提供、相談、サービスの提供を行います。

・地域の障がい者などと日常的にあいさつを交わします。
・日常の中で障がいのある人とない人がふれあえる地域交流事業やボランティア

　害者就業・生活支援センターなどとともに進めていきます。

③障がい福祉課

　ども発達支援センターの機能充実を図ります。

主な取組み

　活動への参加など、障がい者への理解に努めます。

③障がい者週間記念事業の推進

④学校教育課

・障がい者に対する理解を深め、障がい者の求めに応じた合理的な配慮※1に努め

・障がいの早期発見、早期療育や教育体制の整備を行い、発達障がいも含めたこ

・相談支援事業所によるサービスの提供、総合相談支援の実施
　（社協ほか）

④幼稚園・保育課

・障がい者の生活相談支援事業の推進

④こども家庭課

・障がい者の積極的な雇用、労働環境の整備

・日常的なあいさつ

④障がい福祉課

・障がい者に対する理解及び合理的な配慮

②障がい福祉課

・地域交流事業への参加
・声掛けや見守りの必要な障がい者などと日常的な付き合いを深め、孤立を防ぎ
　ます。

　活動を実施します。

主な取組み

・日常の中で障がいのある人とない人がふれあえる地域交流事業やボランティア

※1 合理的な配慮：障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために
　　必要かつ適切な措置（社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。）を行うこと。

　ます。

・民生児童委員協議会活動の実施

　ます。（社協ほか）

　る人の生活支援の場づくりについて協議し、一般就労や福祉的就労などの日中の
・いきいき共生推進委員会、ライフサポート会議などと連携しながら、障がいのあ

主な取組み

⑥住宅政策課
⑤障がい福祉課

・障がいへの認識や障がい者に対する理解を深めるために啓発・広報活動を推進

・障がい者が社会活動に参加できる環境づくりの推進を図ります。

　活動の場に関する調整や協議をハローワーク、福島障害者職業センター、県北障

　し、障がい者の求めに応じた合理的な配慮を行うための環境づくりに努めます。

④就学サポートシートの活用による支援体

②障がい児交流事業の推進
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⑭生活困窮者の支援

２　誰にでもやさしいまちづくりの推進

　　　　（３）生活支援の推進

　　就職活動をおこなうことを条件に一定期間家賃相当額を支給する。

し離職等と同程度の状況で住居を失った方、または住居を失うおそれのある方で、受給要件を満たした方に対し、

・自立更生支援を目的とした資金貸付の相談・受付（社協）

主な取組み

・フードバンク事業の推進

⑥生活福祉課

地域の役割

行政の役割

※4 自立相談支援事業：生活困窮者に対する自立に向けた相談、支援を行う事業。住居確保給付金、就労訓練、

　　家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業を行う。

※3 フードバンク：包装の傷みなどで、品質に問題がないにもかかわらず市場で流通出来なくなった食品を、企業か

　　ら寄附を受け生活困窮者などに配給する活動およびその活動を行う団体。

・福祉・医療・保健などの関係機関と連携し、相談支援及び自治会や民生委員・

・町内会・地域活動において生活困窮者の把握に努めます。

・身近な生活困窮者を把握し、地域や町内会などに本人の同意を得て相談します。

主な取組み
・日常的な声掛け・見守り

　　の生活再生を支援する。

・ハローワーク福島との連携を強化し、経済的自立の支援を図ります。

　す。

※7 子どもの学習・生活支援事業：経済的に困窮した世帯を対象に、子どもへの学習支援、養育や進学等の保護

③生活福祉課

④生活福祉課

　　　への助言を行う。

　　要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業。

※5 住居確保給付金：離職などにより又は休業などの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少

⑦生活福祉課⑦生活困窮者就労訓練事業の推進

市民の役割

・日ごろから地域でのあいさつを励行し顔見知りの関係を作ります。

主な取組み
・民生児童委員協議会活動の実施

・生活困窮者自立支援制度の各事業による支援を行います。

・フードバンク※3事業を実施します。(社協ほか）

・無料低額診療事業の推進

⑥子どもの学習・生活支援事業※7の推進

　連絡会議（仮称）の開催

※1　無料低額老健施設利用事業：社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者に対して無料又は定

　　　額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業。

②ハローワークの就労支援の実施

※6 家計改善支援事業：家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に対し、情報提供や専門的助言を行い、早期

※2 無料低額診療事業：社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づき、生計困難者が、経済的な理由によって必

事業者など
の役割

主な取組み

・無料低額老健施設利用事業の推進

⑤家計改善支援事業※6の推進

児童委員などの地域住民や関係支援機関とのネットワークづくりに取り組みま

・自立更生に向けた資金貸付の相談等を実施します。（社協）

・指定された医療機関において、無料低額診療事業※2を実施します。

・該当する施設において、無料低額老健施設利用事業※1を実施します。

②生活福祉課

①福島市生活困窮者自立支援関係機関連携

⑤生活福祉課

③自立相談支援事業※4の推進

①生活福祉課

④住居確保給付金※5の支給

新
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【現状と課題】

【福島市の自殺者の特徴（平成24～28年度の合計253人　内訳：男性178人　女性75名）】
自殺者数

５年計
割合

自殺率
（10万対）

34 13.4% 30.3

27 10.7% 18.7

24 9.5% 12.9

16 6.3% 134.4

16 6.3% 86.1

第３章　現状の課題と施策の方向性

　　包括的な相談体制と

　　　サービス提供体制の構築

　要なサービスを受けるための手続きをする成年後見制度の活用が求められています。

　発見・早期対応が求められています。

　倍となっています。精神疾患、社会的孤立、生活困窮など多様かつ複雑な要因から自殺に追い込

　まれる状況です。身近な人が孤独・孤立に陥らないように、本人に寄り添えるような自殺への対

○子ども、高齢者、障がい者への虐待は重大な人権侵害ですが、家庭内で行われることがあり、発

　見は難しく潜在化しやすいことが問題となっています。虐待へと進んでしまうような状況の早期

上位５区分

１位　男性60歳以上無職同居

（１）いのちの擁護の推進

○誰もが一人の人間として尊重され、地域の中でその人らしい生活を送るために、財産の管理や必

○自殺死亡率、自殺者数は減少から増加傾向に転じるとともに、依然として交通事故死亡者数の数

○認知症や障がいによって判断能力が十分でなく、一人では契約や選択が困難になった方が、引き

　続き地域で生活を送り続けるための支援が必要です。自分からＳＯＳを発信できず権利や生活を

　守ることができない方を、行政と地域住民や関係機関が連携して早期に発見し、権利擁護支援に

　策を進めていくことが必要です。

　つなげる仕組みが必要です。

３位　女性60歳以上無職同居

２位　男性40～59歳有職同居

４位　男性40～59歳無職同居

５位　男性20～39歳無職同居

３
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【施策の方向性】

　に関する相談を広く受け付け、後見人などの活動支援と市民後見人の育成を行います。

がある方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して生活できるよう、地域における権利擁護体制の充実

○児童虐待やＤＶについての相談窓口を設置し、関係機関・専門家などによる高齢者虐待防止連絡

　会議や、福島市要保護児童対策地域協議会において、虐待の発生防止や、早期発見・早期対応・

　虐待環境の改善と再発防止に取り組みます。

が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助などを

　　行う事業。福島県社会福祉協議会の委託により福島市社会福祉協議会で実施。

※2 福島市権利擁護センター：認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどにより判断能力に不安

○支援する親族がいない方のための市長による成年後見審判の申立等、成年後見制度の利用を支援

○自殺に追い込まれようとしている人が地域で安心して生活が送れるようにするために、精神保健

○認知症や障がいによって判断能力が十分でない方を対象に、福祉サービスの利用や、金銭管理の

　支援などを行う日常生活自立支援事業（愛称：あんしんサポート事業※1）の広報・啓発に努め、

　的な視点だけではなく、社会や経済的な視点を含む包括的な取り組みを実施します。

　　を図るため設置された相談支援機関。

　します。

※1 あんしんサポート事業：認知症、知的障がい、精神障がいなどにより日常生活上の判断に不安のある方

○「福島市権利擁護センター※２」において、成年後見制度の普及啓発を図るとともに、権利擁護

　が連携できる体制を整備し、その中核となる機関を設置します。

○権利擁護支援が必要な人を早期に発見し、初期の段階から支援できるよう、地域住民と関係機関

　利用を促進します。

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　（１）いのちの擁護の推進
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⑮自殺防止対策の推進

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　（１）いのちの擁護の推進

・心や体の不調が続く場合は、精神科や心療内科を受診します。

・セミナーの受講

⑤児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育

・自殺予防の正しい知識を学びます。

・職場環境の改善

・労働者・経営者の健康経営に資する取り組みを推進します。

主な取組み

・自殺対策の担い手となる人材を幅広く育成します。

③生活課

④健康推進課　よる人材育成
⑤こども家庭課

　　機関や団体等との緊密な連携や、地域におけるネットワークの強化を図る。

・自殺対策を総合的・効果的に推進するために関係機関・団体と連携します。

⑧労働者・経営者の自殺対策 ⑧商工業振興課

⑦自殺念慮を抱えた方への支援

⑥長寿福祉課

・生活困窮者の把握、早期の相談及び支援制度へのつなぎを行います。

⑥高齢者の自殺対策

・高齢者の孤立・孤独の予防や、高齢者を支える家族への支援を推進します。

・児童生徒に対するＳＯＳの出し方の教育、受け止め方の整備を推進します。

⑤教育研修課

・健康問題、経済、生活環境などに不安や悩みを抱えている方々に対し必要な支援

②啓発リーフレットなどによる相談窓口の

④障がい福祉課

行政の役割

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

・本人の気持ちを尊重し、寄り添い、傾聴しながら、早めに専門家に相談するよ

※1 福島市自殺対策ネットワーク会議：地域における自殺対策を総合的に推進するため設置された。関係

　うに促します。

　を行います。

　

・居場所づくりなどの支援

・地域での見守り・相談などの支援

・関係課と連携を図りながら自殺予防の普及啓発を行います。

主な取組み
④セミナー、出前講座等などの啓発活動に

①全課

　周知

　各種団体との連携

・身近な人の様子の変化に気づき、相談機関につなげます。

主な取組み
・普段からの声かけ

・孤独・孤立に陥らないように、声かけや居場所つくりなどの支援を行います。

・メンタルヘルス対策の推進など、職場環境を改善します。

・出前講座の開催
主な取組み

⑦生活福祉課

・自殺予防の正しい知識を学びます。

・自殺予防の正しい知識を学びます。

・精神科・心療内科の受診

・地域の中で困難を抱えている人に気付き、適切な相談機関へつなげます。

・福島市自殺対策ネットワーク会議への参加

③市民相談、法律相談の実施

②障がい福祉課

・出前講座の受講

⑤学校教育課

①福島市自殺対策ネットワーク会議など
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⑯日常生活自立支援の推進

　への橋渡し

出典：福島市社会福祉協議会ホームページ

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　（１）いのちの擁護の推進

【日常生活自立支援事業（愛称：あんしんサポート）】

事業者など
の役割

　促進します。

主な取組み

①日常生活自立支援事業に関する利用促進行政の役割 ①長寿福祉課

①障がい福祉課　に向けた周知

きや金銭管理等がうまくできず、日常生活に支障があると見受けられる場合は、

・福祉サービス利用援助や日常的金銭管理を行います。（社協）

主な取組み
・日常生活自立支援事業の推進(社協)

・福島市社会福祉協議会で実施している日常生活自立支援事業を周知し、利用を

・民生委員・児童委員、町会長から地域包括支援センターなど

　地域包括支援センターなどへ相談します。

・認知症高齢者や障がい者が、判断能力が十分でないため福祉サービスの利用手続

市民の役割

地域の役割

・認知症高齢者や障がい者が、判断能力が十分でないため福祉サービスの利用手続

・日常的な声掛け・見守り

きや金銭管理等がうまくできない場合は、民生委員・児童委員や町会長などに相

主な取組み
・自分自身の健康維持、就労への努力

・認知症高齢者や障がい者が、判断能力が十分でないため福祉サービスの利用手続

　地域包括支援センターなどに相談します。

主な取組み

　談します。

きや金銭管理等がうまくできず、日常生活に支障があると見受けられる場合は、
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⑰成年後見制度※1の利用支援

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　（１）いのちの擁護の推進

②　障がい福祉課

⑤後見人などの支援 ⑤

・成年後見制度の利用支援に努めます。

・市民後見人の養成

①成年後見市長申立の実施 ①　長寿福祉課

・権利擁護に関する総合的な支援体制を整備します。

事業者など
の役割

・成年後見制度についての学習会を開催します。

・成年後見制度の利用が必要な人を権利擁護センターや各相談機関につなげます。

・成年後見制度の周知

・権利擁護に関する広報・相談

市民の役割

出典：福島市社会福祉協議会
　　　　ホームページ

・成年後見制度について学習するとともに、市民後見人などにより権利擁護活動

主な取組み
・成年後見制度についての学習会へ参加

　に参加します。

④後見人など受任調整会議の実施 ④

　の構築

③権利擁護に関する地域連携ネットワーク

　ます。

・成年後見制度の利用が必要と思われる人を地域包括支援センターなどへつなげ

・法人後見※2を行います。

【権利擁護センターパンフレット】

※2 法人後見：社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、親族等が

　　個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと。

③

※1 成年後見制度：認知症、知的障がいなどの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度（財産の管理

　　や各種契約など）。

主な取組み

行政の役割

・成年後見人制度及び消費生活相談に関する窓口について周知を行い、各事業の

②成年後見利用支援事業の強化

・各機関と連携して、制度が必要な人を適切に支援につなげます。

地域の役割 ・後見人などの活動を理解し、その活動に協力します。

・町内会、福島市社会福祉協議会、地域包括支援センターなどと連携し、情報共

　利用促進を図ります。

・本人と後見人などを、チームとして日常的に支えます。

主な取組み
・後見人などの支援

　有及び相談体制の充実を図ります。

・身近に支援を必要とする人がいる際、本人の意思決定について尊重します。

・市民後見人養成講座へ参加

・成年後見制度についての学習会へ参加

・支援をする際に本人の意思決定について配慮します。

主な取組み
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⑱虐待防止ネットワークの充実

⑦虐待防止講演会の開催

⑧地域包括支援センターとの連携

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　（１）いのちの擁護の推進

④障がい福祉課

③幼児教育・保育施設や学校、医療機関、

主な取組み

福島県人権擁護委員連合会、福島県障がい者権利擁護センター、女性のための

行政の役割

③幼稚園・保育課

②福島市要保護児童対策地域協議会と協働し

　童委員、女性相談等の関係機関との連携

　児童相談所、民生委員・児童委員、主任児

・児童虐待やDVについての相談窓口を設置します。また、福島県中央児童相談所、

　センター、地域包括支援センターなどと連携し、支援体制を整備します。

・地域包括支援センターで高齢者の虐待の相談・通報を受け付け適切に対応しま

・関係機関・専門家などによる高齢者虐待防止連絡会議や、福島市要保護児童対

　相談支援センターなどと連携し、相談支援体制を整備します。

　す。

⑥高齢者虐待防止連絡会議の設置

　支援
⑤こども家庭課

　に取り組みます。

　取り組みます。

・福島県中央児童相談所、福島県人権擁護委員連合会、福島県障がい者権利擁護

策地域協議会において、虐待の発生防止や、早期発見・早期解決・再発防止に

①子ども家庭総合支援拠点の機能強化

⑥長寿福祉課

④ふくしま障害者虐待防止センターの運営

①こども家庭課

・虐待防止に関する各種情報提供や、啓発活動に努め、早期発見、及び発生防止

主な取組み

・子ども、高齢者、障がい者の虐待を疑うような気になる相談を受けたら、地域包

　括支援センターや行政機関につなげます。

・虐待防止に関する勉強会や講演会を開催します。

・虐待防止に関する勉強会・講演会の開催

　適切に対応します。

・虐待に関する理解促進のための広報・啓発活動を実施します。

・虐待に関する相談受付

・ネットワーク構築を図り、権利擁護体制の充実を進めます。

⑧長寿福祉課

　　　啓発活動。

主な取組み

⑤オレンジリボン運動※1

③こども家庭課
　個別ケース支援会議や事例検討会を実施

※1 オレンジリボン運動：ＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワークが総合窓口を担っている児童虐待防止の広報

②こども家庭課

⑦こども家庭課

⑧障がい福祉課

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

・子育てや介護に悩んだら身近な人に相談します。

・気軽な相談の場や居場所づくり
主な取組み

・近所の人や組織による日頃からの見守り

・虐待防止講演会への参加

・権利擁護センター、ふくしま障害者虐待防止センターで虐待の相談を受け付け、

・日常生活の中で見守りを行い、近所で異変に気付いたら速やかに民生委員・児童

　委員や主任児童委員、相談機関や行政機関に連絡します。

・虐待防止の講演会に参加します。

・権利擁護センターによる相談受付（社協）

・子ども食堂や、認知症カフェなど、気軽な相談の場や居場所づくりを行います。

・各地区の集会へ参加し、制度の広報を実施

・気になる子どもや子育て家庭に気づいたら速やかに相談窓口に相談します。
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【現状と課題】

【施策の方向性】

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

○地域福祉推進の中核である福島市社会福祉協議会や社会福祉法人・福祉サービス事業者、現行の

　成に努めます。

　制度では支援が十分に行き届いていない地域住民のサポートをしているＮＰＯ法人などの地域活

　動団体との連携を進め、幅広い支援が提供できる環境づくりに努めます。

○民生委員・児童委員は活動の中で、「住民が自立した生活が営めるよう、必要に応じて生活状態

　を適切に把握し、援助を必要とする人に相談や助言、福祉サービスについての情報提供などの援

　助」を行っていますが、その活動が円滑にできるよう連携・支援するとともに、人材の発掘・育

（２）関係機関との連携体制の強化

○少子高齢化や核家族化の進行により、地域の中で子どもや高齢者、障がい者などの見守りが難し

　いなど、個人の努力や行政の施策では解決の難しい様々な問題が発生しています。問題の解決に

○地域活動・地域交流を深めながら、ボランティア活動の取り組みの紹介や、研修などの支援を進

　め、連携して地域の様々な活動を支えていきます。

○地域において社会福祉団体・福祉サービス事業者等は様々な活動を展開していますが、それらの

　連携については十分な状態とは言えない現状です。専門的な社会福祉団体・福祉サービス事業者

○生活様式の変化による価値観の多様化が進み、８０５０問題やダブルケア問題などの複合的な課

　向けて、これまでの経験を生かした地域のボランティアの協力が必要です。

　等の力を結集して、問題を解決していくことが求められています。

　題が発生しています。常に市民の立場に立って相談に応じ、必要な支援を行う民生委員・児童委

　員の役割がますます重要になってきています。
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⑲ボランティアとの連携

・勉強会や情報交換会を実施

・子育てサークルなどの活動支援

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　　（２）関係機関との連携体制の強化

　　語指導サポーターを派遣する事業。
児童・生徒を支援するため、（公財）福島県国際交流協会の協力のもと、福島市教育委員会と共催で学校へ日本

※1 福島市社会福祉協議会のボランティアセンター：市民の一人でも多くの方がボランティア活動に参加していただ

き、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる福祉社会がつくれるように、ボランティ ア活動に関する各

※2 帰国・外国出身児童・生徒へのサポーター派遣事業：市内の公立小中学校に在籍し、日本語理解の不十分な

行政の役割

　種事業を行っている。

①ボランティア活動の支援・相談・紹介 ①地域協働課

・市内で活動するボランティアやＮＰＯ法人を地域資源として把握し、市民へ情

・帰国・外国出身児童・生徒へのサポートや、認知症の方のサポート体制を構築

　報提供します。

②帰国・外国出身児童・生徒へのサポータ

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

・地域のボランティアと連携し、地域の課題解決に取り組みます。

・福島市社会福祉協議会ボランティアセンター※1へボランティアの登録を行います。

・子どもと一緒に家族で地域のボランティア活動に積極的に参加します。

主な取組み

・地域の様々な活動へ参加者を勧誘します。

・町内会にボランティア部会を組織

・ボランティアセンターでボランティアの登録や斡旋、研修会などの活動支援を

主な取組み

・従業員がボランティア活動に参加しやすくなるような職場環境づくり(ボランテ

・事業者による地域貢献活動実施し、従業員のボランティア活動支援をします。

　行います。（社協）

　ィア休暇や年休の取得など)をします。

・各地域事業への参加

・親子の清掃活動

・事業者による地域貢献活動や従業員のボランティア活動
主な取組み

・ボランティア活動支援事業の推進（社協）

③認知症サポーター養成講座 ③長寿福祉課

　します。

主な取組み 　ー派遣事業※2の推進

②定住交流課

④オレンジプランの推進 ④長寿福祉課

福島市社会福祉協議会
ボランティアセンターの事業

ボランティアに関す
る相談

ボランティアの登録・斡旋、
ボランティア保険の加入促
進

ボランティア研修会・講座
の開催、福祉に関する情
報提供

グループ活動の広
報等の支援
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⑳社会福祉団体・福祉サービス事業者等との連携

②福祉バス運行の支援

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　　（２）関係機関との連携体制の強化

・地域福祉を推進する社会福祉団体、福祉サービス事業者、ＮＰＯ法人が連携し

・各種事業の活動の協力

・各種事業や活動への協力

　力します。

・社会福祉団体・福祉サービス事業者などの活動への理解を深め、その活動に協

  て、地域福祉活動を展開します。

　す。

主な取組み

・福祉バスの運行（社協）

・社会福祉団体・福祉サービス事業者などの活動への理解を深め、その活動に参

　加します。

主な取組み
・各種事業や活動への参加

④地域協働課

③地域福祉課

　び活動を支援します。

・福島市社会福祉協議会、社会福祉団体・福祉サービス事業者などと連携し、きめ

①福島市社会福祉協議会の運営支援 ①地域福祉課

　を図ります。

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・福島市社会福祉協議会、社会福祉団体・福祉サービス事業者などの体制強化及

　の細やかな地域福祉活動を推進します。

③小地域ネットワーク活動への支援

③障がい福祉課

④市民活動サポートセンターによる市民活

②地域福祉課

・小地域ネットワーク活動

・福島市社会福祉協議会と行政、町内会などと連携し、地域福祉活動を推進しま

・市民活動サポートセンターが行う市民活動に関する相談や情報提供などの充実

主な取組み

　動団体への支援

主な取組み
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㉑民生委員・児童委員との連携

・町内会との連携、行事への協力

　して必要な情報を提供することにより活
　動を支援

出典：政府広報

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　　（２）関係機関との連携体制の強化

事業者など
の役割

・民生委員・児童委員や主任児童委員の活動への理解に努めます。

・福島市社会福祉協議会地区協議会、地域包括支援センター、その他団体と連携

・民生委員・児童委員や主任児童委員となる人材を発掘・育成します。

　連携

・民生委員・児童委員や主任児童委員の活動のための研修会を実施します。(社協)

・民生委員・児童委員や主任児童委員の研修を実施(社協)

市民の役割

・民生委員・児童委員や主任児童委員と連携を図りながら、その活動への協力に努
　めます。

・要援護者のリストアップ及び見守り活動の実施地域の役割

・民生委員・児童委員や主任児童委員になり、地域のために活動します。

主な取組み

主な取組み

②障がい福祉課

　児童委員や主任児童委員の活動紹介

・福島市社会福祉協議会地区協議会の活動への参加

・市民生児童委員協議会の運営（社協）

・民生委員・児童委員や主任児童委員と情報を共有し、連携して支援が必要な方の

主な取組み

　し、活動を推進します。

　動について周知します。

・福島市社会福祉協議会地区協議会と地域包括支援センターの

行政の役割

・地域住民の理解を得られるよう、民生委員・児童委員や主任児童委員の役割や活

・民生委員・児童委員や主任児童委員の活動のため、研修を実施します。

主な取組み

①広報誌やホームページなどで民生委員・

　修

②長寿福祉課
②地域福祉課②民生委員・児童委員や主任児童委員に対

　支援を進めます。

③地域福祉課③民生委員・児童委員や主任児童委員の研
②こども家庭課

①地域福祉課
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【現状と課題】

【施策の方向性】

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

員・主任児童委員、ボランティア、ＮＰＯ団体、地域住民が主体となった地域包括ケアシステム

　の整備を推進します。

　が求められています。

○地域の子ども、高齢者、障がい者などの見守り活動や支援には、町内会、民生委員・児童委員、

ＰＴＡ、社会福祉団体・福祉サービス事業者、ＮＰＯ法人など様々な地域活動を担っている団体

　とのネットワークづくりが必要です。

○高齢者が可能な限り住み慣れた地域において生活できるよう、「医療・介護・予防・住まい・生

活支援」が一体的に提供される地域包括ケアシステムの整備に向けた取り組みを、多様な職種や

　支援体制を整備します。

　関係機関、地域住民との協働で進めていく必要があります。

　す。

○サービスの有無や、サービスの提供を受けるための方法などの情報が、適切に利用希望者に届く

（３）福祉サービスの適正な提供

○地域住民が抱える８０５０問題やダブルケア問題など、複合的で複雑化した課題を解決するため

　の体制整備や、身近に相談できる窓口の充実が求められています。

○福祉サービスなどを必要としている人が自分に合ったサービスが受けられるよう、適切な情報を

　よう、情報発信するとともに、わかりやすい情報の提供に努めます。

　提供することが必要です。

○福祉サービスが必要な状況となったときに、対象者一人ひとりに合った質の高いサービスの提供

○地域住民が抱えるさまざまな地域生活課題を解決するために、行政、事業者、地域の相互連携の

もと、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する重層的

○地域福祉については、様々なサービスが市や事業者から提供されていますが、サービスの利用に

ついて利用者が不利益を受けないよう各事業者と連携しながら福祉サービスの質の向上に努めま

○市と民間事業所との見守り協定の締結や、各団体が地域で連携を進める取り組みの助成などを進

　めながら、地域と行政のネットワークづくりの強化に努めます。

○行政・医療機関・地域包括支援センターなどが中心的な役割を果たしながら、民生委員・児童委
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㉒包括的支援体制の整備

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　（３）福祉サービスの適正な提供

・生活課題について、関係機関へ相談します。

　支援体制を整備します。

・相談機関と各種専門機関との連携を深め、相談窓口の機能強化を推進します。

支援事業所による障がい種別に対応した相談・支援の実施

会などによる、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、生活課題

　ビス情報の提供・相談・支援

・地域包括支援センター（市委託事業）による高齢者福祉サー

・「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する

・町内会、民生委員・児童委員、主任児童委員、福祉団体やＮＰＯ法人などが連携

 ・協力し、身近な相談・支援を充実させます。

主な取組み

・福祉施設や福祉関係事業者の相談支援機能を地域に提供するとともに、身近な

市民の役割

　窮世帯への支援の強化

　サービスの総合相談窓口の設置

・ふくしま基幹相談支援センターによる総合相談及び相談

・地域福祉活動の情報提供・相談・支援（社協）

　い種別に対応した相談窓口の設置

③ふくしま基幹相談支援センター及び障が

地域の役割

行政の役割

・地域住民や町内会、民生委員・児童委員、主任児童委員、福島市社会福祉協議

事業者など
の役割

⑤生活困窮者自立相談支援事業での生活困

③障がい福祉課

②地域包括支援センターによる高齢者福祉

①こども家庭課

⑥地域福祉課

④精神障害に対応した地域包括ケアの推進 ④障がい福祉課

・８０５０問題やダブルケア問題など、様々な生活課題について、民生委員・児童

　委員、主任児童委員、地域包括支援センター、町内会に相談します。

主な取組み

　支援体制整備事業）

・福島市社会福祉協議会地区協議会や関係機関への情報提供

①子育て世代包括支援センター事業での妊

主な取組み

　娠期から子育て期の相談支援体制強化

　相談機能の充実に努めます。

　の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備します。

・子育て支援センター・えがおとの連携

②長寿福祉課

主な取組み

⑤生活福祉課

・市内にある相談窓口の周知及び利用の促進を図ります。

⑥包括的な相談・支援体制の充実（重層的

新 重
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㉓適正な情報の発信と提供

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　（３）福祉サービスの適正な提供

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

主な取組み

主な取組み
・町内会活動などへの参加

・サロン活動への参加

・市民への福祉情報提供、広報資料の作成（社協）

　福祉サービスを必要とする方へわかりやすい情報提供に努めます。

　

・福祉関係事業者は、福祉サービスや施設利用などの情報収集・提供に努めます。

・町内会、民生委員・児童委員などは、活動に必要な情報を共有するとともに、

・市や関係機関などが発信する情報をよく確認し、積極的に活用します。

・近所の方と相談し合える関係を作ります。

　窓口の設置

　についての広報資料の作成・提供及び相談 ①障がい福祉課

主な取組み
・町会だよりの発行

①子ども・高齢者・障がい者の福祉サービス

・福祉サービスについて、わかりやすい情報提供に取り組み、サービスを受けや

　ます。

・障がいの特性に応じた多様な情報提供に努めます。

※1 ＳＮＳ：Ｓｏｃｉａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称。人と人とのつながりを

　　支援するインターネット上のサービス。

・福祉関係事業者は、身近な相談窓口として地域に密着した活動を行います。

・相談時の情報提供や、ホームページなどの広報

行政の役割

主な取組み

①こども家庭課

①長寿福祉課

・身近で相談できる場所の広報に取り組み、迅速で適切なサービス提供につなげ

　すくします。

・インターネットやＳＮＳ※1などを使用し、情報発信します。

①こども政策課
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㉔福祉サービスの質の向上

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　（３）福祉サービスの適正な提供

・事業者などへの相談

①各事業の相談・苦情等の窓口の設置

・福祉関係事業者は、自己評価及び第三者評価の実施に努め、サービスに対する苦

・福祉関係事業者は、利用者一人ひとりを尊重したサービスの提供を行うととも

に、利用者の意見や提案を取り入れながらより良質な福祉サービスの提供に努

・地域へのサービスの周知

事業者など
の役割

市民の役割

地域の役割

行政の役割

主な取組み

・利用者への制度及びサービスの広報に努め、利用を促進します。

①こども家庭課

・事業者に対する利用者の苦情に対しては、事業者への指導・助言を行うととも

　に、事業者が適正なサービスを提供できるよう支援を行います。

①幼稚園・保育課

　供を行えるようにします。

①障がい福祉課

①長寿福祉課

・社会福祉法人などの運営指導及び監査を実施し、適正な運営及びサービス提

主な取組み

②福祉監査室②社会福祉法人等の運営指導・監査

・各事業所のサービス自己評価の公表

・福祉関係事業者は、従事者に研修を実施し、資質の向上に努めます。

・サービス利用における疑問点を事業者から十分に聞き取り、納得したうえでサー

・サービス利用の相談や苦情はまず事業者に申し出て、解決がつかないときは、市

　などの窓口に相談します。

　ビスの提供を受けます。

主な取組み

・地域のサービスが必要な利用者へ適切なサービスを知らせます。

　めます。

　情と解決についての説明責任を果たすとともに、情報の公開に努めます。

主な取組み
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㉕地域と行政のネットワークの強化

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　（３）福祉サービスの適正な提供

複数の小規模法人が
参画するネットワークを

通じて、それぞれの強みを
活かした地域貢献の
協働事業を実施

・地域内のことに関心を持ち、地域の課題について民生委員・児童委員や町内会

　に相談し、問題を解決するための支援を受けます。

主な取組み

・福島市地域見守りネットワーク事業の推進

・民生委員などへの相談

・町内会、福島市社会福祉協議会地区協議会や民生委員・児童委員を中心に、地域

主な取組み
・民生委員・児童委員などによる専門機関への相談の推進

　でのネットワークを構築し、要援護者の見守り支援などに当たります。

・一人暮らし高齢者などへの見守り活動の実施

②こども政策課

・行政、関係機関と連携し、身近な地域の福祉活動の推進に努めます。

　向けた連絡を行います。

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

・各団体との協議会などの連携の場づくり

・小規模法人ネットワーク化協働推進事業※1の推進

・市内で活動するＮＰＯ法人、ボランティアなどを把握し、地域でのネットワー

　ィアなど関係者が相互に連絡・連携できるよう支援します。

主な取組み

①市と民間事業者との見守り協定の締結 ①長寿福祉課

　（福島市地域見守りネットワーク事業）

主な取組み

・福島市地域見守りネットワーク事業に登録し、日常生活の見守り・早期対応に

　クへの協力要請を進めます。

・民生委員・児童委員、町内会、福島市社会福祉協議会、警察、消防団、ボランテ

●小規模法人ネットワーク化推進事業の取り組み体制の例
（福島地域福祉ネットワーク会議）

②各団体との連携の場づくり

②地域福祉課

②こども家庭課

※1 小規模法人ネットワーク化協働推進事業：少子高齢化や核家族化の進行、人口減少など、社会環境など

の変化による国民の福祉ニーズの多様化・複雑化を踏まえ、小規模な社会福祉法人などが、自らの創意

工夫に基づき、地域貢献事業を積極的に展開していくことを通じて、こうしたニーズに対応した地域の

　　福祉サービスの一層の充実が図られるよう、複数法人が参画するネットワークを構築する事業。

②障がい福祉課

②長寿福祉課

行政区 土船区

社会福祉法人福島敬香会 社会福祉法人しのぶ福祉会

社会福祉法人青葉学園

社会福祉法人けやきの村

ＮＰＯ法人福島・伊達

精神障害者福祉会

ＮＰＯ法人まごころ

サービス福島センター
ＮＰＯ法人シャローム 一般社団法人

シャローム福祉会

子育てボランティア団体

すけっとくらぶ

合同会社 楽膳
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㉖地域包括ケアシステム※1構築の推進

　ケア会議、地域協議会への支援

【地域包括ケアシステムの姿】

３　包括的な相談体制とサービス提供体制の構築

　　　　　　（３）福祉サービスの適正な提供

・町内会で一人暮らし高齢者などへの見守り活動を実施します。

③長寿福祉課

主な取組み

・町内会などの見守り活動主な取組み

・地域包括支援センター（市委託事業）で、地域住民や関係機関と連携を図り、

　との連携・協働を行うとともに、地域包括支援センターの機能強化を行います。

　築や地域課題の把握などに努めます。

・急速な高齢化の進行による相談件数の増加、困難事例の発生に備え、関係機関

　から検討し、関係機関などを支援します。

②福島市地域包括ケアシステム推進会議

　の開催

・高齢者などの地域での生活を支えるために、地域住民が主体的に地域の活動に

　取り組みます。

・一人暮らし高齢者への見守り活動主な取組み

※2 地域ケア会議：多職種の第三者による専門的視点を交えて、ケアマネジメント（介護が必要な利用者の

ニーズと福祉・医療などのサービスをつなぐこと）の質の向上を図り、また、個別ケースの課題分析な

どの積み重ねにより、地域課題を発見し、地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業

　　計画の反映などの政策形成につなげる、地域包括ケアシステムの実現に向けた手段。

　　み。

※3 地域協議会：地域住民が地域の福祉課題を考え、住民同士で話し合いながらお互いにできることを実践

　　することにより、住民の支え合い活動や生活支援サービスの活性化を図る。

※1 地域包括ケアシステム：高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において継続して

　　生活できるよう、介護、介護予防、医療、生活支援、住まいの5つのサービスを一体化して提供するしく

市民の役割

地域の役割

事業者など
の役割

行政の役割

て作り上げていけるよう、市全体での取り組み方針や課題などを大局的な視点

②長寿福祉課

地域ケア会議の開催や地域協議会の開催を通して、地域支援ネットワークの構

主な取組み

①長寿福祉課

③地域包括支援センターの機能強化推進

・地域ケア会議※2の開催

・連携体制強化のための顔の見える関係づくり

・地域協議会※3の開催

・地域包括ケアシステムが、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じ

①地域包括支援センターが開催する地域
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